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『
唐
舎
要
』

の
流
停
に
閲
す
る
一
考
察

は

じ

め

に

中
園
に
お
け
る
『
唐
禽
要
』
研
究
を
め
ぐ
っ
て

1

中
園
現
存
の
諸
抄
本

2

宋
代
に
お
け
る
『
唐
禽
要
』
の
流
俸

三

諸
書
所
引
の
『
唐
曾
要
』
を
め
ぐ
っ
て

-
『
永
祭
大
典
』
所
引

『
唐
曾
要
』

2

『
玉
海
』
所
引
『
唐
品
目
要
』

3

『
事
物
紀
原
』
等
書
所
引
『
唐
曾
要
』

四
お
わ
り
に
|
|
仮
設
の
提
示

t土

め

じ

古

畑

徹

- 96ー

(
1〉

建
隆
二
年
(
九
六
一
)
成
立
の
王
湾

『
唐
曾
要
』

一
百
巻
の
遁
行
本
で
あ
る
武
英
股
褒
珍
版
本
(
以
下
、
殿
版
と
略
す
〉
系
統
の
諸
本
は
誤
り
が

多
く
、
そ
の
利
用
に
嘗
つ
て
は
東
京

・
静
嘉
堂
文
庫
所
臓
明
抄
本
(
以
下
、
静
嘉
堂
抄
本
と
呼
ぶ
)
や
諸
書
に
引
用
さ
れ
た
『
唐
舎
要
』
の
記
事

(

2

)

 

を
参
照
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
と
最
初
に
指
摘
し
た
の
は
卒
阿
武
夫
氏
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
島
田
正
郎
氏
に
よ
っ
て
蓋
北

・
園
立
園
舎

園
書
館
所
臓
の
嘗
抄
本
二
種
(
以
下
、
華
北
A
抄
本
、
愛
北
B
抄
本
と
呼
ぶ
)
が
紹
介
さ
れ
、
蓋
北

A
抄
本
は
四
庫
全
書
本
(
以
下
、
四
庫
本
と
略
す
)



(

3

)

 

の
底
本
と
な
司
た
在
啓
淑
家
蔵
本
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
ま
た
、
島
田
氏
は
殿
版
を
四
庫
本
と
同
じ
も
の
と
見
な
し
、

四
庫
本
と
蓋
北
A
抄
本
を
封
校
し
、
四
庫
本
が
四
庫
全
書
館
で
の
唐
代
諸
史
料
と
の
綿
密
な
劃
校
作
業
を
経
て
成
立
し
た
と
の
見
解
を
示
さ
れ

た。較
調
査
し
、

四
庫
本
、
静
嘉
堂
抄
本
、
蓋
北
A
抄
本
、
蓋
北
B
抄
本
の
五
種
の
テ
キ
ス
ト
を
比

(

4

)

 

そ
の
結
果
を
「
唐
舎
要
の
諸
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
一
九
八
九
年
に
護
表
し
た
(
以
下
、
拙
稿
A
と
呼
ぶ
〉
。
そ
こ
で
明
ら

か
に
し
た
主
要
な
事
項
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
①
静
嘉
堂
抄
本
は
明
抄
本
で
は
な
く
清
康
照
抄
本
で
あ
る
。
②
蓋
北
B
抄
本
は
康
照
以
前
の

抄
本
で
、
こ
こ
か
ら
静
嘉
堂
抄
本
と
蓋
北
A
抄
本
(
康
照
抄
本
)
が
涯
生
し
た
。
③
殿
版
と
四
庫
本
は
出
現
わ
ら
な
い
と
い
う
、
通
設
は
誤
り
で
、

別
系
統
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
④
四
庫
本
は
葦
北
A
抄
本
を
か
な
り
そ
の
ま
ま
に
轄
寓
し
、
依
損
部
分
を
「
別
本
」
か
ら
補
入
し
て
成
立
し
た

か
つ
て
筆
者
は
、
こ
れ
ら
の
見
解
を
踏
ま
え
て
、
殿
版
、

と
推
定
さ
れ
る
が
、
巻
四
九
後
半
五
項
目
だ
け
は
「
別
本
」
に
も
な
く
、
飲
し
た
ま
ま
と
な
司
た
。
⑤
殴
版
は
一
名
『
御
定
重
刻
唐
舎
要
』
と

い
い
、
清
初
に
そ
の
存
在
が
確
認
で
き
る
刻
本
を
底
本
に
(
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
本
稿
で
若
干
の
修
正
を
行
う
)
、

四
庫
本
や
『
珊
府
元
亀
』
等
の
唐

- 97ー

代
史
料
を
使
っ
て
校
訂
・
補
入
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
が
、

そ
の
校
訂
に
は
問
題
が
あ
る
。
以
上
の
成
果
に
基
づ
い
て
諸
テ
キ
ス
ト
聞
の
閥

係
を
園
示
す
る
と
、
圃
ー
の
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
事
寅
は

『
唐
舎
要
』
の
テ
キ
ス
ト
に
射
す
る
通
念
を
大
き
く
襲
え
る
と
と
も
に
、
卒

岡
氏
の
指
摘
の
重
要
性
を
再
確
認
す
る
も
の
と
な
司
た
。

し
か
し
、
拙
稿
A
で
は
検
討
で
き
な
か
っ
た
問
題
が
二
つ
あ
っ
た
。

一
つ
目
は
、
抄
本
の
史
料
と
し
て
の
性
格
や
債
値
の
問
題
で
あ
る
。
殴

版
の
系
統
を
引
く
通
行
本
が
テ
キ
ス
ト
と
し
て
必
ず
し
も
よ
く
な
い
こ
と
は
論
じ
た
が
、
抄
本
系
の
テ
キ
ス
ト
が
『
唐
舎
要
』
の
原
型
に
近
い

の
か
否
か
な
ど
、
性
格
・
債
値
を
論
じ
る
場
合
に
最
も
肝
心
な
貼
が
検
討
で
き
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
抄
本
系
の
テ
キ
ス
ト
を
利
用

す
る
う
え
で
の
手
績
き
が
不
十
分
で
あ
る
。

二
つ
目
は
、
他
の
諸
書
に
引
用
さ
れ
た
『
唐
舎
要
』
の
記
事
が
、

四
庫
本
や
殴
版
の
成
立
時
に
行
わ
れ
た
校
訂
作
業
で
利
用
さ
れ
た
か
否
か

『
四
庫
金
書
』

編
纂
時
に
『
、氷祭
大
典
』
が
大
い
に
利
用
さ
れ
、
そ
の
中
か
ら
散
逸
し
て
い
た
書
物
が
復
元
さ
れ
た
こ

97 

と
い
う
問
題
で
あ
る
。



98 

圃
1 

〔
康
隈
年
間
〕

一↓
静
嘉
堂
抄
本

葦
北
B
抄
本
↓

O
l
一

〔

康

照

年

開

〕

〔

乾

隆

四

六

年

〕

一↓
葦
北
A
抄
本

1
1
8-訂
・
補
入
)
|
↓
四
庫
本

↓
 

巻
七
J
十
・
径
九
二

第
二
項
J
径
九
四

別
本
(
有
補
亡
四
巻
)

径
七
J
十・

巻
九
四

刻
本
〔
清
初
に
は
存
在
〕

↑

〔

嘉

慶

初

〕

(
校
訂
・
補
入
)
|
↓
殿
版

と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

故

;
l
j
;

径
九
二
第
二
項

ー

J
径九一一一

検
討
を
経
ぬ
ま
ま
、
四
庫
本
校
訂
時
に
『
永
楽
大
典
』
を
利
用
し
な
か
っ
た
と
は
断
定
で
き
な
い
。

ま

- 98ー

『
加
府
元
亀
』
等
の
唐
代
史
料

た
、
殿
版
成
立
時
の
校
訂
・
補
入
に
お
い
て
『
加
府
元
亀
」
な
ど
の
諸
史
料
が
利
用
さ
れ
た
こ
と
は
拙
稿
A
で
明
ら
か
に
し
た
が
、
そ
の
時
に

諸
蓄
に
引
用
さ
れ
て
残
さ
れ
て
い
た
『
唐
舎
要
』
の
逸
文
が
利
用
さ
れ
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
検
討
で
き
な
か
っ
た
。
も
し
こ
れ
ら
の
校
訂
作

業
で
逸
文
の
利
用
が
確
認
さ
れ
る
と
、
テ
キ
ス
ト
の
性
格

・
慣
値
に
大
き
く
影
響
す
る
。

こ
の

二
つ
の
問
題
を
解
く
に
は
、
諸
警
に
引
用
さ
れ
た
『
唐
舎
一
安
』

の
記
事
を
調
査

・
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
調
査
・
整
理

は
、
未
だ
十
分
で
は
な
い
諸
書
所
引
の
『
唐
舎
要
』
記
事
の
利
用
を
促
進
す
る
と
い
う
黙
で
も
意
味
が
あ
る
。
そ
こ
で
、

か
ら
手
を
付
け
、

そ
の
成
果
は

「
『
永
祭
大
典
』
所
引
『
唐
舎
要
』
記
事
一
覧
」

ま
ず
『
永
祭
大
典
』

(
5〉

と
題
し
て
公
表
し
た
(
以
下
、
拙
稿
B
と
呼
ぶ
)
。
そ
の
後
、

『
玉
海
』

『
事
物
紀
原
』

『
賀
治
通
鑑
考
異
』

『
太
卒
御
覧
』

『
太
卒
贋
記
』
な
ど
の
調
査

・
整
理
を
行
い
、
現
在
そ
の
最
終
段
階
ま
で
来
て

い
る
。
そ
の
結
果
、
右
記
の
二
つ
の
問
題
に
つ
い
て
の
見
通
し
が
立
つ
と
と
も
に
、

『
唐
曾
要
』
の
宋
か
ら
清
ま
で
の
流
傍
過
程
が
あ
る
程
度

見
え
て
き
た
。
本
稿
は
、
諸
書
所
引
の
『
唐
舎
要
』
記
事
の
朕
況
に
つ
い
て
の
概
略
を
紹
介
し
な
が
ら
、
先
の
二
つ
の
問
題
を
考
え
、

か
つ
流

停
過
程
に
つ
い
て
の
一
回
収
説
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。



た
だ
し
、
こ
の
作
業
中
に
、
中
園
で
『
唐
舎
要
』
の
テ
キ
ス
ト
を
め
ぐ
る
研
究
が
二
つ
護
表
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
に
は
流
停
過
程
を
考
え
る
う

え
で
注
目
す
べ
き
成
果
が
見
え
る
。
そ
こ
で
、

ま
ず
こ
の
中
園
で
の
研
究
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
い
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
諸
書
所
引
記
事
の
検

討
へ
移
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
。中

闘
に
お
け
る

『
唐
曾
要
』
研
究
を
め
ぐ
っ

て

l 

中
園
現
存
の
諸
抄
本

中
園
で
護
表
さ
れ
た
二
つ
の
研
究
と
は

(以下、

(
6〉

「
初
探
」
と
略
す
〉
と

一
九
八
九
年
に
護
表
さ
れ
た
鄭
明
氏
の
「
《唐
舎
要
》
初
探
」

(

7

)

 

九
九
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
唐
舎
要
』
上
海
古
籍
出
版
社
本
の
「
前
言
」
で
あ
る
〈
以
下
、
「
前
言
」
と
呼
ぶ
)
。
「
前
言
」
の
著
者
は
こ
の
本
の

標
校
工
作
者
で
あ
る
上
海
枇
舎
科
撃
院
歴
史
研
究
所
古
代
史
研
究
室
で
、
寅
際
に
は
一
九
八
六
年
六
月
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

「
初
探
」
で
本
稿
と
深
く
関
わ
る
の
は
、
中
闘
に
現
存
す
る
六
種
の
奮
抄
本
|
|
北
京
国
書
館
所
職
本
三
種
〈
a
-
b
・
c
本
〉
と
上
海
国
書

- 99ー

館
所
蔵
本
三
種

(
d
-
e
・
f
本
)
ー
ー
を
紹
介
・
検
討
し
た
貼
で
あ
る
。
特
に
北
京
閏
書
館
所
臓
本
三
種
は
、
拙
稿
A
の
追
記
で
、
蛍
時
稔
入

(

8

)

 

さ
れ
た
ば
か
り
の
『
北
京
国
書
館
古
籍
善
本
書
目
』
を
基
に
そ
の
加
数
・
行
格
等
を
紹
介
し
、
拙
稿
A
で
扱
っ
た
三
抄
本
(
以
下
、
こ
の
系
統
の

抄
本
を
華
北
B
抄
本
系
抄
本
と
呼
ぶ
〉
と
は
異
系
統
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
い
た
も
の
で
あ
る
。

(
以
下
、
各
々
を
「
初
探
」
の
呼
稽
に
基
づ
い
て
北
京
a
-
b
-
c
抄
本
と
呼
ぶ
)
に
つ
い
て
、

ま
ず
北
京
園
書
館
所
菰
本
三
種

『
北
京
国
書
館
古
籍
善
本
書
目
』
及
び
「
初
探
」
の
成

果
に
基
づ
い
て
各
抄
本
の
概
要
を
紹
介
し
な
が
ら
、
葦
北
B
抄
本
系
抄
木
と
の
関
係
を
考
察
し
て
み
た
い
。

北
京

a
抄
本
は
、
全
十
二
加
の
残
本
で
、
現
存
四
十
巻
〈
巻
一
よ
ニ
・
十
二
l
十
五
・
二
十
1
一一一一一・二八
J
三
九
・
六
六
J
七
二
・
七
六
J
八
五
)
。

行
格
は
十
行
二
十
字
前
後
。
書
瞳
は
粗
劣
で
、
一
人
の
手
に
成
る
も
の
で
は
な
く
、
誤
字
も
数
え
き
れ
な
い
と
い
う
。
北
京
圃
書
館
で
は
明
抄

本
と
見
て
お
り
、
鄭
明
氏
も
そ
の
「
陳
嘗
残
破
」
の
外
観
を
根
擦
に
こ
れ
を
肯
定
す
る
。
鄭
明
氏
は
、
一
般
論
と
し
て
明
抄
本
の
書
盟
・
瞳
裁

99 



100 

の
拙
劣
さ
に
も
言
及
し
て
お
り
、

こ
の
貼
も
根
按
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

筆
者
が
注
目
し
た
い
の
は

巻
首
の
目
録
に
も
残
飲
が
あ

り
、
各
人
か
ら
始
ま
り
巻
八
五
ま
で
来
た
と
こ
ろ
で
「
唐
曾
要
目
録
終
」
と
な
っ
て
い
る
黙
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
が
抄
寓
さ
れ

目
録
・
本
文
と
も
巻
八
六
以
下
は
存
在
し
て
い
な
か

っ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
。
た
だ
、
蓋
北
B
抄
本
系
抄
本

(

9

)

 

と
の
関
係
を
考
え
得
る
材
料
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

た
段
階
で
既
に
完
本
で
は
な
く
、

こ
れ
に
針
し
、
北
京
b
・
c
抄
本
は
蓋
北
B
抄
本
系
抄
本
と
同
系
統
と
考
え
ら
れ
る
。
北
京
b
抄
本
は
、

約
二
十
字
。
『
北
京
国
書
館
古
籍
善
本
書
目
』
は
こ
れ
を
清
抄
本
と
し
、
鄭
明
氏
も
康
照
帯
以
降
の
皇
帝
一
の
誇
を
避
け
た
事
例
が
見
ら
れ
な
い

一
方
で
、
書
睦
が
清
代
に
使
わ
れ
た
館
閣
鐙
な
の
で
、
順
治
年
間
以
前
の
清
抄
本
と
す
る
。
ま
た
鄭
明
氏
は
、
特
色
と
し
て
、
巻
首
目
録
の
前

に
『
郡
驚
讃
書
志
』

『玉
海
』
の
語
が
題
僻
と
し
て
存
在
す
る
貼
、
巻
七
J
十
一
に
錯
入
が
あ
る
貼
、

二
四
加
、

一
百
巻
。
行
格
は
十
行

『
直
耐
用
書
録
解
題
』

「貞
」
を
「
正
」

と
註
す
る
と
い
う
南
宋
高
宗
時
代
の
避
誇
の
例
が
見
ら
れ
る
貼
を
奉
げ
て
い
る
。

(m〉

入
・
避
誇
は
全
て
蓋
北
B
抄
本
系
抄
本
と
同
じ
で、

放
に
同
系
統
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

に
改
め
、

「構」

と
書
か
ず
に

「
御
名
」

こ
の
題
僻
や
錆

-100-

一
方
北
京
c
抄
本
は

二
十
加
、

一
百
巻
。
前
の
十
加
に
は
朱
筆
の
校
文
が
あ
る
が
、
残
り
の
十
加
に
は
な
く
、
書
僅
も
劣
っ
て
い
る
と
鄭

『
北
京
国
書
館
古
籍
善
本
書
目
」
は
十
二
行
ニ
四
字
と
し
、
何
れ
が

明
氏
は
い
う
。
行
格
に
つ
い
て
は
、
鄭
明
氏
は
十
行
二
十
字
と
す
る
が
、

正
し
い
か
は
わ
か
ら
な
い
。

『
北
京
圃
書
館
古
籍
警
本
書
目
』
は
こ
れ
を
清
抄
本
と
し
、
鄭
明
氏
も
康
照
帝

・
乾
隆
一帝
の
誇
を
鉄
筆
で
避
け
る

一
方
で
四
庫
全
書
の
提
要
を
著
録
し
て
い
な
い
の
で
、

四
庫
全
書
成
立
以
前
の
清
抄
本
で
あ
ろ
う
と
推
定
す
る
。

四
庫
全
書
成
立
後
の
抄
本
が

全
て
提
要
を
著
録
す
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
、
鄭
明
氏
の
四
庫
全
書
成
立
以
前
と
す
る
論
謹
に
は
無
理
が
あ
る
が
、
乾
隆
以
降
の
清
抄
+
み
で
あ

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ま
た
題
僻
は
な
い
が
、
巻
七
J
十
一
の
錯
入
や
南
宋
高
宗
時
代
の
避
詩
の
例
な
ど
は
北
京
b
抄
本
と
同
じ
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
こ
れ
も
蓋
北
B
抄
本
系
抄
本
と
同
系
統
と
筆
者
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
北
京

c
抄
本
に
は
注
一
一
意
を
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
一
貼
存
在
す
る
。
鄭
明
氏
に
よ
れ
ば
、
北
京

c
抄
本
に
は
「
稽
瑞
棲
」

銅
剣
棲
」
の
印
が
あ
る
と
い
う
。
鍛
琴
銅
剣
棲
と
は
常
熟
塵
氏
の
磁
書
の
こ
と
で
塵
鏑
の
『
餓
琴
銅
剣
棲
綴
書
目
録
』
を
十
二
に
「
唐
曾
要

「
鍛
琴



一
百
巻

蓄
紗
本
」
が
見
え
る
。
そ
の
記
事
の
最
後
に
は

中
に
朱
筆
の
校
過
有
り
。

(

日

〉

九
J
一
七
O
九
〉
の
貌
|
筆
者
註
)
の
見
る
所
の
本
と
較
べ
、
向
九
十
三
・
九
十
四
の
雨
巻
多
し
。

此
れ
稽
瑞
棲
(
場
文
孫
〈
一
七
八
二
J
一
八
五
二
〉
の
室
名
|
筆
者
註
〉
臓
本
に
し
て
、

竹
培
氏
(
朱
舜
傘
〈
一
六

と
あ
る
か
ら
、

こ
れ
が
北
京

c
抄
本
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
の
史
料
に
巻
九
三
・
九
四
が
存
在
す
る
と
書
か
れ

(

ロ

)

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
鄭
明
氏
も
「
一
百
各
全
」
と
記
し
て
お
り
、
現
在
も
こ
れ
は
失
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
劉
し
、
拙
稿
A

で
論
じ
た
三
種
の
蓋
北
B
抄
本
系
抄
本
に
は
巻
九
三
・
九
四
が
存
在
し
な
い
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
二
巻
は
、
北
京
C
抄
本
を
、
蓋
北
B
抄
本
系
と

結
論
づ
け
る
う
え
で
大
き
な
問
題
と
な
る
。
し
か
し
こ
れ
は
北
京
C
抄
本
の
前
十
加
と
後
十
加
の
相
違
貼
か
ら
説
明
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
朱
筆

の
校
文
が
あ
り
か
つ
書
瞳
が
秀
美
な
前
十
加
と
校
文
が
な
く
か
っ
畳一
国
瞳
も
劣
る
後
十
加
と
で
は
あ
ま
り
に
も
遣
い
が
大
き
く
、
北
京

c
抄
本
は

つ
ま
り
、
前
十
加
は
蓋
北
B
抄
本
系
で
よ
い
と
し
て
も
、
後
十
加
に
は
そ
う

で
は
な
い
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
筆
者
は
後
十
加
の
方
を
後
人
の
増
補
で
は
な
い
か
と
疑
う
が
、
今
後
の
再
調
査
を
侯
つ
こ
と
と
し
た
い
。

二
つ
の
異
な
る
抄
本
の
組
み
合
わ
せ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

次
に
上
海
国
書
館
所
臓
の
蓄
抄
本
を
検
討
し
た
い
。

「
初
探
」
は
三
種
の
奮
抄
本
を
紹
介
す
る
が
、

「
前
言
」
に
は
四
種
の
抄
本
の
紹
介
が
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あ
り
、
鄭
明
氏
の
紹
介
す
る
抄
本
を
全
て
含
む
。
そ
こ
で
、
「
前
言
」
に
従
っ
て
上
海
甲
・
乙
・
丙
・
丁
抄
本
と
呼
ん
で
検
討
を
加
え
る
。
な

「
前
言
」
は
こ
れ
ら
を
全
て
同
系
統
の
抄
本
と
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
、
各
抄
本
の
紹
介
は
必
要
最
低
限
に
止
め
た
い
。

お

巻
首
に
停
増
湘
(
一
八
七
二
J
一
九
五
O
)
等
の
蔵
書
印
が
あ
り
、

『
癒
園
霊
登
一百一
鰹
限
録
』
巻
六
記
載
の
『
唐
舎
要
』
の
説
明
と
合
致
す
る
の
で
、
こ
の
停
培
湘
蓄
蔵
本
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
特
色
と
し

て
、
①
巻
七
J
十
は
全
依
で
、
代
わ
り
に
他
書
の
文
章
の
錯
入
が
あ
る
。
②
巻
九
二
は
初
め
の
二
葉
以
外
は
歓
で
、
巷
九
三
・
九
四
も
全
依
で

あ
る
。
③
「
貞
」
を
「
正
」
に
改
め
、
「
構
」
を
鉄
筆
も
し
く
は
「
御
名
」
と
註
す
る
等
の
南
宋
高
宗
時
代
の
避
誇
の
例
が
見
ら
れ
る
、
の
一
一
一

離
を
翠
げ
、
朱
葬
品
守
等
所
見
の
常
熟
銭
氏
所
蘇
抄
本
と
同
系
統
の
本
で
、
そ
の
源
と
な
っ
た
テ
キ
ス
ト
は
南
宋
期
の
も
の
と
見
ら
れ
る
と
す

〈

日

)

「
初
探
」
は
こ
れ
を
f
本
と
し
、
藤
書
印
の
説
明
は
ほ
ぼ
合
致
す
る
。
ま
た
「
前
一
言
」
に
は
な
い
説
明
が
あ
り
、
④
巻
十
一
に
も
太
宗
期

上
海
甲
抄
本
は
、

「
斗
剛
吾
首
ー
」

に
よ
る
と
、

奮
抄
本
、

十
二
加
、

停
場
湘
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の
記
事
や
徳
宗
期
の
記
事

・
先
秦
期
の
記
事
の
錯
入
が
あ
る
、

⑤
巻
首
目
銭
の
前
に
『
郡
驚
誼
書
志
』

『
直
策
室
百
録
解
題
』

『
玉
海
』
の
語
が

題
僚
と
し
て
存
在
す
る
、

⑥

「
玄
」
に
依
第十
が
見
ら
れ
る
、

⑦
書
瞳
は
館
閣
鐙
で
複
数
人
の
抄
潟
に
よ
る、

の
四
黙
の
特
色
を
追
加
で
き
る
。

鄭
明
氏
は
明
か
ら
清
初
期
の
抄
本
と
述
、へ
る
だ
け
で
そ
れ
以
上
の
時
期
特
定
を
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
特
色
⑥
⑦
か
ら
す
る
と
上
海
甲
抄
本
は

清
康
照
抄
本
と
見
な
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

上
海
乙
抄
本
は

「
前
…
三
口」

に
よ
る
と
、

清
乾
隆
抄
本
で
、

乾
隆
二

二
年

(
一
七
五
七
)
の
進
士
で
あ
る
彰
元
瑞
の
「
識
語
」
が
あ
る
と
い

う

「
識
語
」
は
決
の
よ
う
に
記
す
。

す

ら

是
の
書
停
紗
都
ベ
て
善
本
無
し
。
奮
と
曾
っ
て
一
部
有
り
て
、

新
蓄
爾
書
・
六
典
・
開
元
雄
・
元
和
郡
勝
志
・
加
府
元
品
調
・
遁
典
・
通

ま

鑑

・
唐
鑑

・
玉
海

・
遁
考
及
び
諸
説
部

・
文
集
よ
り
雑
取
し
、
校
改
す
る
こ
と
十
徐
年
、
頗
ぶ
る
爽
簡
を
究
ゆ
。
閉
ま
友
人
の
借
去
す
る

と
こ
ろ
と
昂
る
も
、
火
を
戒
し
ま
ず
、
是
の
本
を
以
て
蹄

へ
さ
る
る
に
、
脱
誤
は
奮
と
略
ぼ
相
等
し
。
記
憶
す
る
所
に
就
き
て
、
少
し
く

(

M

)

 

訂
改
を
加
え
、
術
仰
す
る
こ
と
二
十
年
、
手
限
倶
に
退
へ
、
向
き
の
精
密
の
如
き
こ
と
能
は
ざ
る
也
。
芸
相
。
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そ
し
て
現
に
朱
筆
で
改
め
た
箇
所
が
多
く
存
在
す
る
の
で
、
こ
れ
を
彰
元
瑞
の
手
校
本
と
し
、
錯
雑
や
依
失
の
欣
態
は
上
海
甲
抄
本
と
同
じ
と

「
初
探
」
は
こ
れ
を
d
本
と
し
、
行
格
を
十
二
行
二
五
字
と
し
た
う
え
で
ほ
ぼ
同
じ
説
明
を
す
る
が
、
題
僻
が
な
い
と
す
る
黙
と
、
明

(

お

〉

抄
本
で
あ
ろ
う
と
す
る
黙
が
異
な
る
。
鄭
明
氏
が
明
抄
本
と
す
る
理
由
は
、
清
朝
の
皇
帝
名
を
避
諒
し
た
例
が
な
い
こ
と
と
、
明
抄
本
に
多
い

す
る
。

粗
劣
な
室
田
睦
で
あ
る
こ
と
の
二
酷
で
あ
り
、
こ
れ
が
正
し
け
れ
ば
明
抄
本
説
が
安
嘗
で
あ
る
。

「前
言
」
の
乾
隆
抄
本
説
は
、
彰
元
瑞
の
手
校

本
で
あ
る
こ
と
を
彼
が
校
正
だ
け
で
な
く
全
文
も
書
寓
し
た
と
誤
解
し
た
か
、

「
識
語
」
を
友
人
が
焼
失
後
に
他
の
本
を
書
寓
し
て
返
御
し
た

と
解
稗
し
た
か
、

の
何
れ
か
の
結
果
と
思
わ
れ
る
。

上
海
丙
抄
本
は
、
「
前
言
」
に
よ
る
と
、
清
王
宗
炎

(
一
七
五
五
J

一
八
一
一
六
)
校
本
で
、
冒
頭
に
朱
券
傘
の
敏
文
が
あ
り
、
現
存
九
三
巻
で
、

巻
七

i
十
・
九
二
J
九
四
が
全
紙
、
文
字
は
上
海
甲

・
乙
抄
本
と
ほ
ぼ
同
じ
と
い
う
。
た
だ
し
、

(
民

〉

北
突
販
の
項
の
冒
頭
僚
の
一
字
を
こ
の
抄
本
で
校
勘
し
て
い
る
。
そ
れ
故

上
海
古
籍
出
版
社
本
の
巻
九
四
の
校
勘
記
を

見
る
と
、

「
品
川削
雪
ロ

l
」

の
巻
九
回
全
紙
と
い
う
記
述
は
誤
り
で
あ
る



が
、
何
の
理
由
も
な
く
そ
の
校
勘
者
自
身
が
書
い
た
「
前
言
」
で
こ
れ
ほ
ど
大
き
な
誤
り
を
す
る
と
い
う
の
は
不
可
解
で
あ
る
。
各
九
四
が
大

(

げ

)

幅
な
依
失
を
持
つ
不
完
全
巻
だ
っ
た
た
め
に
こ
の
よ
う
な
誤
記
が
起
こ
っ
た
と
考
え
る
の
が
最
も
穏
嘗
な
推
定
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
を
E

本
と
し
、
行
格
が
十
二
行
二
四
字
、
康
照
一
帝
・
乾
隆
一
帝
の
誇
を
避
け
て
紋
筆
し、

一
方
「
初
探
」
は

『
玉
海
』
等
三
書
の
題
辞
が
あ
り
、
書
睦
は
館
閣

韓
で
あ
る
、

と
説
明
す
る
。
鄭
明
氏
は
こ
こ
か
ら
清
抄
本
と
の
み
記
す
が
、
王
宗
炎
校
本
で
あ
る
こ
と
か
ら
乾
隆

・
嘉
慶
期
の
清
抄
本
と
ま
で

限
定
し
て
よ
か
ろ
う
。

上
海
丁
抄
本
は
、

「前一昔口」

に
よ
る
と
、

一
加
で
、

巻
一

1
九
が
存
し

巻
七
J
九
の
錯
入
獄
況
は
他
の
諸
本
と
同
じ
だ
と
い
う
。

初

探
」
に
は
こ
れ
に
該
嘗
す
る
も
の
は
な
い
。

以
上
、
上
海
国
書
館
蔵
の
四
抄
本
を
紹
介
し
て
き
た
が
、

「
前
言
」
の
全
て
同
一
の
源
流
か
ら
出
た
同
一
系
統
の
抄
本
で
あ
る
と
い
う
主
張

を
、
筆
者
も
安
場
固
な
も
の
と
し
て
支
持
す
る
。

「前
言
」
は
、
こ
れ
を
常
熟
銭
氏
抄
本
の
系
統
と
表
現
し
た
う
え
で
、
も
う
一
つ
別
系
統
の
抄
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本
が
存
在
し
た
と
し
、

そ
れ
は
四
庫
本
の
底
本
と
な
っ
た
在
啓
淑
家
蔵
本
で
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
巻
九
二
?
九
四
が
完
備
し

て
い
た
こ
と
を
奉
げ
、

四
庫
全
書
が
こ
れ
を
採
用
し
た
こ
と
を

「
比
較
合
理
的
」
と
稽
し
、
以
後
殿
版
へ
と
纏
承
さ
れ
て
い
っ
た
と
の
理
解
を

し
か
し
、
拙
稿
A
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
在
啓
淑
家
蔵
本
H
蓋
北
A
抄
本
に
も
巻
九
二
、
{
九
四
は
完
備
し
て
お
ら
ず
、
四

庫
本
は
「
別
本
」
か
ら
こ
れ
を
補
っ
た
の
で
あ
り
、
殿
版
は
底
本
と
な
っ
た
刻
本
に
も
こ
れ
が
な
か
プ
た
の
で
、
巻
九
二
・
九
三
を
他
史
料
か

ら
、
巻
九
四
を
四
庫
本
か
ら
増
補
し
て
成
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
在
啓
淑
家
蔵
本
H
蓋
北
A
抄
本
と
常
熟
銭
氏
抄
本
と
は
同
一
系
統
な
の

い
い
か
え
れ
ば
、

蓋
北
B
抄
本
系
の
三
抄
本
と
上
海
国
書
館
所
蔵
蒼
抄
本
四
種
と
は
同
一
系
統
の
テ
キ
ス
ト
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

示
し
て
い
る
。

で
あ
る
。

以
上
、
中
園
に
現
存
す
る
七
種
の
抄
本
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
北
京

a
抄
本
を
除
く
六
種
の
抄
本
が
蓋
北
B
抄
本
系
の
三
抄
本
と

同
一
系
統
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
要
す
る
に
、
現
存
が
確
認
で
き
る
嘗
抄
本
十
種
の
う
ち
少
な
く
と
も
九
種
が
蓋
北
B
抄
本
系
抄
本
な
の

で
あ
る
。
そ
し
て
上
海
丁
抄
本
以
外
は
い
ず
れ
も
明
か
ら
清
初
の
抄
本
で
あ
る
こ
と
、
乾
隆
期
に
そ
の
存
在
が
確
認
で
き
る
常
熟
銭
氏
の
抄
本

103 

が
蓋
北
B
抄
本
系
抄
本
で
あ
る
こ
と
も
確
認
し
た
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
彰
元
瑞
が
最
初
に
校
訂
し
た
抄
本
も
「
識
語
」
か
ら
す
る
と
同
系
統
と
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思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
明
か
ら
清
初
の
殿
版
が
出
る
頃
ま
で
の
時
期
、
庚
く
流
布
し
抄
寓
さ
れ
て
い
た
の
は
蓋
北
B
抄
本
系
抄
本
だ
司
た

と
推
定
し
て
よ
か
ろ
う
。

そ
し
て
、

そ
れ
ら
の
源
と
な

っ
た
テ
キ
ス
ト
は
、
多
く
の
蓋
北
B
抄
本
系
抄
本
が
南
宋
高
宗
の
誇
を

「
御
名
」
と
書

く
避
誇
の
方
法
を
採
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
南
宋
高
宗
期
(
一
一
一
一
七
J
一一

六
二
)
の
抄
本
と
考
え
て
よ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

2 

宋
代
に
お
け
る
『
唐
舎
要
』
の
流
俸

「前
一言
」
に
は
、
上
海
園
書
館
所
蔵
抄
本
以
外
に
も
注
目
す
べ
き
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
宋
代
に
お
け
る
『
唐
舎
要
』
の
流
俸
に

闘
す
る
こ
つ
の
見
解
で
、

一
つ
は
宋
代
に
刻
本
が
存
在
し
た
と
す
る
も
の
、
も
う
一

つ
は
宋
代
に
既
に
い
く
つ
か
の
異
本
が
存
在
し
た
と
す
る

も
の
で
あ
る
。

「
前
言
」

が
宋
代
に
刻
本
が
存
在
し
た
と
す
る
根
擦
は
、

慶
暦
六
年
(
一

O
四
六
)
に
書
か
れ
た
、

文
彦
博
の

「
五
代
舎
要
刻
本
題
践
」
中
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の

本
朝
の
故
相
王
公
湾
、
唐
及
び
五
代
舎
要
を
撰
し
、
九
そ
嘗
時
の
制
度
沿
革
、
祭
然
と
篠
陳
し
て
遣
す
無
し
。
唐
曾
要
己
に
呉
に
鍍
板
さ

五
代
舎
要
未
だ
甚
し
く
は
俸
は
ら
ず
。

(

四

〉

と
い
う
記
述
で
あ
る
。
こ
の
記
述
に
誤
り
が
な
い
と
す
れ
ば
、
北
宋
仁
宗
の
一

O
四
六
年
嘗
時
に
既
に
蘇
州
で
版
刻
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す

れ
る
も
、

貴
重
な
史
料
の
護
見
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
こ
の
刻
本
に
つ
い
て
の
記
録
は
清
代
ま
で
一
切
見
い
だ
せ
な
い
。
そ
れ
故
、
通
読
で
は
、
殿
版
ま
で
刻
本
は
存
在
せ
ず
、
抄
本
と

し
て
の
み
流
侍
し
た
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

か
つ
て
筆
者
は
、
拙
稿
A
で
、
殿
版
が
一
名
『
御
定
重
刻
唐
舎
要
』
で
あ
る
こ
と
と
、
朱
葬

億
『
曝
書
亭
集
』
巻
四
五
「
唐
曾
要
政
」
の
「
今
、
彫
本
有
る
こ
と
竿
な
る
も
、
予
、
之
を
購
い
て
四
十
年
」
か
ら
、
清
初
に
刻
本
が
存
在
し

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
が
、

し
か
し
「
前
言
」
に
よ
っ
て
宋
刻
本
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
り
、
他
に
刊
刻

(
山
口
〉

し
た
と
い
う
史
料
が
な
い
以
上
、
清
初
に
存
在
し
た
刻
本
が
宋
刻
本
で
あ

っ
た
可
能
性
が
十
分
に
出
て
く
る
。
確
か
に
、
武
英
殿
豪
珍
版
が
四

そ
の
来
歴
は
わ
か
ら
な
か

っ
た。



庫
全
書
を
版
刻
す
る
の
を
遁
例
と
す
る
の
に
反
し
、

『
唐
舎
き
の
み
四
庫
本
を
採
ら
ず
に
清
初
に
存
在
し
た
刻
本
を
底
本
に
し
た
と
い
う
こ

の
異
例
さ
は
、
貴
重
な
宋
刻
本
が
見
つ
か
っ
た
の
で
こ
れ
の
み
例
外
と
し
た
と
考
え
る
と
理
解
し
や
す
い
。
だ
が
、
こ
の
理
由
の
み
で
は
清
初

に
存
在
し
た
刻
本
を
宋
刻
本
と
推
定
す
る
根
擦
に
乏
し
い
。
直
接
的
に
宋
刻
本
で
あ
る
こ
と
を
誼
明
す
る
史
料
は
現
朕
下
で
は
見
嘗
た
ら
な
い

が
、
上
-
記
の
根
擦
同
様
の
異
例
性
と
い
う
朕
況
謹
擦
な
ら
ば
、
も
う
一
つ
存
在
す
る
。

つ
い
て
の
拙
稿
A
の
見
解
に
修
正
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。

た
だ
、
こ
れ
を
示
す
に
は
、
そ
の
前
に
殿
版
の
底
本
に

拙
稿
A
で
は
股
版
の
巻
四
九
後
宇
の
燃
燈
・
病
坊
・
僧
籍
・
大
秦
寺
・
摩
尼
寺
の
五
項
目
が
清
初
に
存
在
し
た
刻
本
に
そ
の
ま
ま
基
づ
く
こ

(

却

〉

と
だ
け
を
指
一摘
し
た
が
、
賓
は
こ
の
五
項
目
は
そ
れ
ぞ
れ
僅
か
二
・
三
僚
し
か
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
二
・
三
傑
以
外
に
も
本
来
の
『
唐
舎

ハ

幻

)

(

詑

〉

要
』
に
篠
文
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
拙
稿
B
で
指
摘
し
た
僧
籍
の
逸
文
や
『
責
治
通
鑑
』
胡
註
に
引
か
れ
た
病
坊
の
逸
文
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
、

清
初
に
存
在
し
た
刻
本
は
こ
の
五
項
目
に
つ
い
て
も
不
完
全
な
も
の
で
あ
っ
た
。
問
題
は
そ
の
不
完
全
さ
の
理
由
で
あ
る
。
僧
籍
の
依
落
の
仕

(
お
〉

方
は
残
さ
れ
た
短
い
舎
昌
五
年
僚
を
挟
ん
で
前
後
が
依
け
て
お
り
、
博
来
過
程
で
一
葉
抜
け
落
ち
た
と
い
う
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
の
依
損
に
よ
る

依
落
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
俊
文
だ
け
が
抜
き
出
さ
れ
た
よ
う
な
観
が
強
い
。
ま
た
、
他
に
も
三
傑
以
下
の
項
目
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
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立
て
績
け
に
三
傑
以
下
と
い
う
ケ
l
ス
は
な
く
、
こ
こ
だ
け
異
例
だ
と
い
う
こ
と
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
扶
況
を
総
合
す
る
と
、
清
初

に
存
在
し
た
刻
本
は
記
事
を
抄
録
し
た
節
本
と
推
定
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
刻
本
H
節
本
と
い
う
推
定
は
、
清
初
に
存
在
し
た
刻
本
か
ら
校
訂
を
経
て
殿
版
が
生
ま
れ
る
過
程
を
、
拙
稿
A
の
見
解
以
上
に
整
合
的

に
説
明
し
て
く
れ
る
。

例
え
ば
拙
稿
A
で
は
、

殿
版
の
巻
九
三
諸
司
諸
色
本
鐘
上
下
を

『
加
府
元
亀
』
巻
五

O
五
J
七
邦
計
部
俸
旅
と
掛
照

し
、
そ
の
燦
文
の
大
半
、
が
文
章
を
含
め
て
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
刻
本
に
断
片
的
に
残
っ
て
い
た
の
は
『
唐
曾
要
』
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
記
事
の
あ

る
賓
腰
元
年
以
前
の
部
分
で
、
そ
れ
以
降
は
主
に
『
加
府
元
亀
』
邦
計
部
俸
様
か
ら
の
補
入
で
あ
る
と
結
論
づ
け
た
。
し
か
し
、
全
て
が
同
文

105 

で
は
な
く
、
殿
版
の
方
が
節
略
さ
れ
て
い
る
場
合
や
、

(

川

品

)

例
外
も
あ
っ
た
。
こ
の
朕
況
は
、
各
九
三
は
殿
版
の
底
本
と
な
っ
た
刻
本
に
存
在
し
た
が
、

一
僚
だ
け
だ
が
、

『
加
府
元
亀
』
よ
り
も
四
文
字
多
く
別
史
料
と
の
接
合
と
推
定
し
た

そ
れ
が
節
本
だ
っ
た
の
で
『
珊
府
元
亀
』
か
ら
増
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補
し
た
と
考
え
る
方
が
、
例
外
を
設
け
ず
に
説
明
で
き
て
よ
い
。
同
様
の
こ
と
は
巻
九
二
第
二
項
の
内
外
官
職
回
に
も
い
え
、

四
庫
本
に
あ
っ

『
加
府
元
亀
』
邦
計
部
俸
旅
と
ほ
と
ん
ど
が
封
躍
す
る
も
の
の
、
二
傑
だ
け
『
加
府
元
亀
』
と
内
容
が
数
文
字
分
異
な
る

〈

お

)

と
い
う
朕
況
を
、
他
史
料
と
の
接
合
と
い
ア
た
例
外
を
設
け
ず
に
説
明
で
き
る
。
そ
も
そ
も
筆
者
に
は
、
殴
版
の
底
本
と
な
司
た
刻
本
が
巻
七

た
篠
文
の
脱
落
や
、

J
十
及
び
巻
九
四
を
敏
い
て
い
た
の
は
間
違
い
な
い
た
め
、
安
易
に
巻
九
二
第
二
項
と
巻
九
三
も
依
け
て
い
た
朱
葬
隼
所
蔵
刻
本
と
同
じ
刻
本

で
あ
る
と
い
う
前
提
で
論
を
進
め
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

し
か
し
、
既
に
拙
稿
A
の
段
階
で
巻
九
三
に
わ
ず
か
三
篠
で
も
オ
リ
ジ
ナ
ル

記
事
が
存
在
す
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
り
、
巻
九
三
を
金
鉄
と
す
る
朱
非
傘
所
蔵
刻
本
と
異
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
こ
う
し
た
前
提
を
は
ず

し
て
立
論
す
べ
き
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
殿
版
が
四
庫
本
に
あ
っ
た
俊
文
を
し
ば
し
ば
脱
落
さ
せ
て
い
る
の
も
、
底
本
が
節
本
な
の
で
四
庫
本
で

き
ち
ん
と
校
訂

・
増
補
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
ア
た
の
に
、
見
落
と
し
て
し
ま
司
た
作
業
ミ
ス
と
解
稗
で
き
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
清
初
に
存
在
し
、
殿
版
が
底
本
と
し
た
刻
本
は
、
節
本
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
節
本
が
底
本
に
な
る
と
い
う
こ

と
自
瞳
は
本
来
的
に
は
お
か
し
な
こ
と
で
あ
り
、
事
買
上
は
多
く
の
校
訂

・
増
補
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
原
形
を
と
ど
め
て
い
な
い
。

に
も
か
か
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わ
ら
ず
、
殿
版
が
『
御
定
重
刻
唐
曾
要
』
の
異
名
を
持
つ
以
上
、
こ
の
刻
本
が
底
本
の
位
置
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
も
ま
た
動
か
し
難
い
事
貫

で
あ
る
。
こ
の
異
例
性
を
説
明
す
る
手
段
は
、
刻
本
の
来
歴
に
し
か
求
め
よ
う
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、

そ
の
刻
本
が
貴
重
な
宋

刻
本
だ
っ
た
か
ら
節
本
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
底
本
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
説
明
し
か
今
の
と
こ
ろ
想
定
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
従
つ

「
宋
刻
本
H
H
節
本
H
清
初
に
存
在
し
た
刻
本
」
を
現
時
黙
の
筆

者
の
理
解
と
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
本
稿
で
は
今
ま
で
「
殿
版
が
底
本
と
し
た
刻
本
」
と
い
う
表
現
を
し
て
き
た
が
、
よ
り
事
寅
閥
係
を
明

て
、
二
つ
の
異
例
性
と
い
う
吠
況
謹
擦
か
ら
の
た
め
偲
読
の
域
を
出
な
い
が
、

瞭
に
す
る
た
め
に
、
以
降
は

「般
版
の
底
本
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
刻
本
」
と
表
現
す
る
。

次
に
、
宋
代
に
既
に
異
木
が
存
在
し
た
と
す
る
見
解
を
検
討
す
る
。
そ
の
根
擦
は
、

『
唐
曾
要
』
を
多
く
引
用
す
る
『
玉
海
』
に
、

『
唐
舎

要
』
の
異
文
を
引
用
す
る
註
が
十
箇
所
以
上
存
在
す
る
貼
に
あ
る
。
管
見
の
限
り
、
引
用
し
た
『
唐
曾
要
』
に
註
し
て
異
文
を
記
す
箇
所
は
、

少
な
く
と
も
四
一
箇
所
確
認
で
き
、
内
誇
は

「一

本
」
も
し
く
は
「
一
本
云
」
と
表
記
す
る
の
が
十
一
箇
所
、

「一

作
」
が
十
二
箇
所
、

-， 



(
M
m
〉

云
」
が
十
八
箇
所
で
あ
る
。
特
に
注
意
す
べ
き
は
、
『
玉
海
』
巻
一
六
四
宮
室
・
棲
の
唐
勤
政
棲
・
花
尊
棲
に
引
用
さ
れ
た
『
唐
舎
要
』
の
開

元
二
十
年
六
月
僚
に
あ
る
「
一
本
、
天
賓
十
三
年
六
月
に
作
る
。
一
本
、
開
元
二
十
六
年
に
作
る
。
此
れ
是
れ
出
慮
閉
じ
か
ら
ざ
れ
ば
、
誤
り

(明む

に
非
ず
。
」
と
い
う
註
で
、
南
宋
末
に
は
最
低
三
種
の
テ
キ
ス
ト
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
先
の
考
謹
で
、
蓋
北
B
抄
本
系
抄
本
の

源
流
と
な
っ
た
南
宋
高
宗
期
抄
本
の
系
統
と
節
本
の
可
能
性
の
あ
る
宋
刻
本
の
系
統
が
嘗
時
存
在
し
た
こ
と
は
わ
か
っ
た
が
、
そ
れ
以
外
の
テ

キ
ス
ト
系
統
が
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、

『
玉
海
』
が
基
準
と
し
た
『
唐
舎
要
』
の
テ
キ
ス
ト
の
系
統
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
先
掃
の
四
一

箇
所
の
異
文
註
記
記
事
を
葦
北
B
抄
本
系
抄
本
の
一
つ
で
あ
る
蓋
北
A
抄
本
と
封
校
し
た
と
こ
ろ
、
蓋
北
A
抄
本
の
字
句
が
異
文
と
ほ
ぼ
一
致

し
た
の
が
八
箇
所
、
本
文
と
ほ
ぼ
一
致
し
た
の
が
三
十
二
箇
所
、
嘗
一
該
の
俊
文
自
瞳
見
嘗
ら
な
い
の
が
一
箇
所
と
な
司
た
。
こ
こ
か
ら
剣
断
す

る
と
、

『
玉
海
』
は
蓋
北
B
抄
本
系
抄
本
の
源
流
と
な
っ
た
南
宋
高
宗
期
抄
本
と
同
系
統
も
し
く
は
非
常
に
近
い
系
統
の
テ
キ
ス
ト
を
、
多
く

で

う
ち
三
例
以
外
は
蘇
量
『
舎
要
』

そ
れ
が
全
て
雀
鉱
『
績
曾
要
』

の
記
す
徳
宗
以
前
の
記
事
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

の
記
す
大
中
六
年
〈
八
五
二
)
以
前
の
記
事
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の
場
合
基
準
と
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

も
う
一
つ
異
文
註
記
記
事
を
調
査
し
て
い
て
気
づ
い
た
の
は
、

四
十
巻
と
峯
鉱

『
績
舎
要
』
四
十
巻
を
合
わ
せ
、
大
中
七
年
以
降
の
記
事
を
増
補
し
、
全
一
百
径
と
し
て
成
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
蘇
目見

『
曾

要
』
と
雀
鉱
『
緩
曾
要
』
は
宋
代
に
は
濁
立
し
た
本
と
し
て
も
存
在
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
存
在
が
確
認
で
き
る
の
は
南
宋
末
ま
で
で
、
確
寅

(
叩
山
〉

な
引
用
例
は
蘇
晃
『
舎
要
』
は
洪
遁
〈
二
二
三
J
一
二

O
二
)
の
『
容
融
周
囲
筆
』
、

(
m
m
〉

『
舎
要
』
は
『
玉
海
』
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
設
も
あ
る
。

『
唐
舎
要
』
が
蘇
晃
『
舎
要
』

崖
鉱
『
績
舎
要
』

は
『
玉
海
』
が
最
後
で
あ
る
が
、
蘇
目
先

『
玉
海
』

が
『
績
舎
要
』
を
引
く
の
は
巻
二
八
聖
文

・
雑
御
製
の
唐
前
代
君
臣
事
跡
・
連
日
叶
・
君
臣
事
跡
扉
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
異

文
註
記
が
存
在
し
、
「
一
云
」
が
二
箇
所
、
「
一
本
云
」
が
一
箇
所
あ
る
。
こ
こ
で
二
つ
の
疑
問
が
生
じ
る
。

一
つ
は
『
唐
舎
要
』
の
成
立
以

降
そ
の
債
値
が
低
く
な
っ
て
い
た
『
績
舎
要
』
に
何
種
も
の
異
本
が
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
『
唐
舎
要
』
と
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『
績
舎
要
』
で
は
首
然
字
句
に
相
違
が
出
る
は
ず
な
の
に
、

『
績
曾
要
』
は
こ
こ
一
箇
所
し
か
引
か
れ
ず
、

『
唐
舎
要
』
の
引
用
記
事
に
『
績

舎
一
安
』
と
の
掛
校
が
見
ら
れ
な
い
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
そ
こ
で
注
意
し
た
い
の
が
、
三
箇
所
の
異
文
註
記
記
事
が
何
れ
も
『
唐

(

m
山
〉

曾
要
』
の
巻
三
六
修
撰
の
醤
一
該
記
事
と
字
句
の
異
同
の
あ
る
箇
所
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
異
本
を
『
唐
舎
要
』
の
こ
と
と
考
え
れ
ば
、

第
一
の
疑
問
は
解
け
る
。
そ
し
て
こ
れ
と
逆
の
形
も
あ
る
と
考
え
、
『
唐
曾
要
』
の
異
本
の
一
つ
が
蘇
晃
『
舎
要
』
と
崖
鉱
『
績
曾
要
』
を
指

『
玉
海
』
は
蘇
完
『
舎
要
』
と
峯
鉱
『
績
賞
要
』
を
『
唐
曾
要
』
の
異
本
と
し

す
と
見
れ
ば
、
第
二
の
疑
問
も
解
け
る
。
要
す
る
に
筆
者
は
、

て
扱
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
扱
い
を
受
け
た
か
ら
こ
そ
、
蘇
目
先
『
舎
要
』
と
峯
鉱
『
績
舎
要
』

は
明
代
ま
で
停
わ
ら
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

以
上
、
中
園
に
お
け
る
『
唐
舎
要
』
研
究
の
成
果
を
紹
介

・
検
討
し
、
明
か
ら
清
初
期
の
抄
本
俸
潟
の
状
況
と
宋
代
に
お
け
る
流
停
賦
況
を

可
能
な
限
り
明
ら
か
に
し
た
。
次
-a一
草
で
は
、
こ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
諸
書
所
引
の
『
唐
曾
要
』
の
記
事
を
検
討
し
、
宋
か
ら
明
ま
で
の
流
俸
の
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状
況
を
考
え
た
い
。

諸
書
所
引
の
『
唐
曾
要
』
を
め
ぐ
っ
て

1 

『
永
楽
大
典
』
所
引
『
唐
舎
要
』

諸
書
所
引
の
『
唐
曾
要
』
の
記
事
を
検
討
す
る
に
は
、
時
代
を
遡
っ
て
い
く
方
が
わ
か
り
や
す
い
の
で
、

ま
ず
は
『
永
祭
大
典
』
か
ら
始
め

永
築
六
年
(
一四
O
八
)
に
成
っ
た
中
園
最
大
の
類
書
で
、

全
二
二
八
七
七
巻
あ
っ
た
が
、
現
存
す
る
も
の
は
僅
か
八
百
巻
程
と
い
わ
れ
、
こ
の
う
ち
七
九
七
巻
が
現
在
中
華
書
局
か
ら
影
印
出
版
さ
れ
て

(

出

)

い
る
。
こ
の
七
九
七
巻
の
中
に
『
唐
舎
要
』
は
九
七
箇
所
引
用
さ
れ
て
お
り
、
拙
稿
B
で
そ
れ
ら
は
既
に
整
理
し
て
あ
る
。
従
っ
て
、
以
下
の

検
討
は
拙
稿
B
の
整
理
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

る

『
、
氷
楽
大
典
』

は
永
繁
三
年
(
一
四
O
五
)
に
編
纂
が
開
始
さ
れ

完
成
時
は



「
は
じ
め
に
」
で
奉
げ
た
、
『
永
楽
大
奥
』
は
四
庫
本
・
股
版
成
立
時
の
校
訂
作
業
に
利
用
さ
れ
た
か
否
か
、
と
い
う
問
題
を
検
討

し
て
み
た
い
。
『
永
祭
大
典
』
所
引
の
『
唐
舎
要
』
と
蓋
北
B
抄
本
系
抄
本
三
種

・
四
庫
本

・
殿
版
と
を
封
比
し
た
と
こ
ろ
、
利
用
し
た
形
跡

は
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
が
、
利
用
を
否
定
す
る
要
因
の
方
は
二
つ
出
て
き
た
。

ま
ず
、

一
つ
は
『
永
…楽
大
典
』
所
引
『
唐
舎
要
』

に
上
記
五
種
の

『
唐
曾
要
』

に
は
見
蛍
ら
な
い
記
事
、

要
す
る
に
逸
文
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
ら
は
全
部
で
十
一
存
在
し
、
拙
稿
B
で
そ
の
本
来
の
牧
録
項
目
を
推
定
し
た
と
こ
ろ
、
袋
三
内
職
が
一
、
巻
八
郊
議
も
し
く
は
径
九

雑
郊
議
が
二
、
巻
四
九
倍
籍
が
二
、
巻
四
九
雑
録
が
二
、
巻
四
九
僧
籍
も
し
く
は
雑
録
が
一
、
巻
五
十
雑
録
が
一
、
各
五
九
兵
部
向
書

・
侍
郎

も
し
く
は
巻
七
五
雑
慮
置
が
一
、
巻
九
四
吐
谷
海
が
一
、
と
な
っ
た
。
既
述
の
如
く
、
巻
八

・
九
・
四
九

・
九
四
は
四
庫
本
・
殿
版
の
校
訂
で

ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。

巻
三
内
職
も
、
殴
版
に

「此
篠
原
本
有
闘
」
と
註
さ
れ
て
お
り
、
校
訂
者
が
級
文
の
あ
る
こ
と
を
認
識

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
問
題
と
さ
れ
て
い
た
箇
所
の
逸
文
が
『
、
氷
集
大
典
』
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
は
、

『
永
祭
大
典
』
が

-109ー

校
訂
作
業
に
使
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。

『
永
集
大
典
』
の
文
章

・
字
句
は
殿
版
の
そ
れ
と
し
ば
し
ば
大
き
く
異

な
る
の
に
劃
し
、
抄
本
三
種

・
四
庫
本
の
そ
れ
と
で
は
異
な
る
ケ
ー
ス
が
殴
版
よ
り
少
な
く
、
大
き
な
遣
い
も
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
と
い
う
傾

(
M
M
〉

向
性
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら、

殿
版
の
校
訂
に
『
、
永
祭
大
典
』
が
使
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
で
は
四
庫
本
の
校
訂
で

も
う
一
つ
は
テ
キ
ス
ト
聞
の
封
比
結
果
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

は
ど
う
か
。
こ
れ
を
検
討
す
る
に
は
、
大
き
な
傾
向
性
よ
り
細
か
な
寅
例
を
見
た
方
が
よ
い
。
そ
こ
で
劉
比
の
一
例
を
示
そ
う
。

『
、
氷
祭
大
典
』
巻
六
二
三
農
字
・
進
農
蓄
に
は
『
唐
曾
要
』
各
二
九
節
目
・
貞
元
五
年
僚
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
の
「
土
庶
刃
尺
を

以
て
相
い
遺
く
り
」

の

「

刃

尺

」

は

、

抄

本

三

種

で

は

二

字

分

空

依

、

四

庫

本

で

は

「

物

」

、

に

な

っ
て
い
る
。
こ
の
記

事
は
『
加
府
元
亀
』
巻
六
十
一
帝
王
部
立
制
度
一

・
貞
元
五
年
正
月
乙
卯
僚
に
も
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
万
尺
」
に
な
っ
て
い
て
、
『
永
集
大
典
』

と
殿
版
の
字
句
が
意
味
的
に
安
嘗
な
こ
と
が
確
認
で
き
る
と
と
も
に
、
四
庫
本
の
「
物
」
は
文
意
か
ら
補
っ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
四
庫

股
版
で
は
「
尺
万
」
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本
と
そ
の
底
本
と
な
っ
た
蓋
北
A
抄
本
と
を
劉
比
し
て
い
く
と
、
蓋
北
A
抄
本
の
空
歓
を
こ
の
よ
う
に
文
意
で
補
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
例
が
少
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な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
以
上
か
ら
、

『
、
氷
楽
大
典
』
は
四
庫
本
・
股
版
成
立
時
の
校
訂
作
業
に
は
全
く
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
と
判
断
し
て
よ
か

ろ
う
。衣

に
、

『
永
楽
大
典
』
が
参
照
し
た
テ
キ
ス
ト
が
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
を
検
討
し
た
い
。

『
永
楽
大
血
ハ
』
所
引
記
事
を
見
る
と
、

「
民
」
を
「
人
」
、

「治」

を
「
理
」

に
作
る
唐
代
の
避
誇
や

「
貞
」
を
「
正
」
に
作
る
宋
代
の
避
誇
が
見
ら
れ
る
。

『
永
祭
大
典
』
は
避

議
に
気
づ
か
ぬ
ま
ま
『
唐
曾
要
』
か
ら
引
用
し
て
い
た
よ
う
で
、
巻
一
一
二
一
一
一
四
五
誼
字
・
誼
法
の
「
正
」
の
僚
に
、

『
唐
曾
要
』
巻
七
九
誼
法

上
の
「
貞
」
の
僚
が
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
『
永
楽
大
典
』
の
編
集
作
業
が
粗
雑
で
あ
?
た
と
同
時
に
、

そ
の

お
か
げ
で
引
用
記
事
に
は
参
照
し
た
テ
キ
ス
ト
の
原
形
を
知
る
ヒ
ン
ト
が
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、

『
永
集
大
典
』
が
宋
代
の
テ
キ

ス
ト
、
も
し
く
は
そ
れ
を
基
に
抄
寓
し
た
テ
キ
ス
ト
を
参
照
し
た
こ
と
は
確
貫
で
あ
る
。

統
と
の
遠
近
関
係
は
、
所
引
記
事
と
現
存
諸
テ
キ
ス
ト
と
を
封
校
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
で
き
る
。
先
述
の
よ
う
に
、

し
か
し
宋
代
の
テ
キ
ス
ト
に
も
い
く
つ
か
の
系
統
が
存
在
す
る
。
こ
の
う
ち
蓋
北
B
抄
本
系
抄
本
の
源
流
と
な
っ
た
南
宋
高
宗
期
抄
本
の
系

『
永
楽
大
典
』
所
引
記

事
と
抄
本
三
種
・
四
庫
本
は
文
章
・
字
句
が
近
く
、

殿
版
は
遠
い
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
を
よ
り
具
盟
的
に
示
す
た
め
に、

年
披

・
年
月
日
の

- 110ー

『
永
楽
大
典
』
所
引
記
事

・
葦
北
A
抄
本

・
殿
版
の
三
テ
キ
ス
ト
聞
の
異
同
全
二
九
例
を
分
類
し
て
み
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
冒
頭
の
一
字
を
略
放

に
し
て
そ
れ
を
示
す
と
、

①
永
H
蓋
叫
股
|
十
七
例
(
五
八

・
六
%
〉

②
永
H
殿
朴
蓋
|
四
例
(
ご
ニ
・
八
%
)
、

③
永
4
r

蓋
H
股

l
六
例
(

0
・
七
%
〉
、
④
永
林
蓋
林
般
|
二
例
(
六

・
九
%
)
、

と
な
る
。

『
永
楽
大
血
ハ
』
は
短
期
間
で
編
纂
さ
れ
た
た
め
に
粗
漏
が
多
い
と
さ
れ
、
そ
れ

が
原
因
な
ら
ば
③
が
最
も
多
く
な
り
そ
う
な
も
の
だ
が
、
賞
際
に
は
①
が
匪
倒
的
に
多
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
誤
記
に
よ
る
相
違
よ
り
も
テ

キ
ス
ト
系
統
の
相
違
の
方
が
こ
の
異
同
の
主
原
因
と
考
え
ら
れ
、

『
永
楽
大
典
』
が
参
照
し
た
テ
キ
ス
ト
と
葦
北
A
抄
本
と
は
か
な
り
近
く
、

そ
れ
ら
と
殿
版
と
は
遠
い
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら

『
永
楽
大
典
』
が
参
照
し
た
テ
キ
ス
ト
は
、
高
宗
期
抄
本
の
系
統
に
属
す

る
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
も
、
巻
三
・
入
・
九
・
四
九

・
九
四
等
の
逸
文
を
含
む
の
で
あ
る
か
ら
、

か
な
り
完
本
に
近
い

も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
よ
う
。



『
唐
舎
要
』
が
所
醸
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

の
臓
書
目
録
で
あ
る
『
文
淵
閣
書
目
』
の
巻
六
に
、
「
唐
舎
要

貫
際
、

明
の
朝
廷
に
は
か
な
り
完
本
に
近
い

正
統
六
年
〈
一
四
四
一
〉
に
成
っ
た
明
廷

一
部
五
加
闘

唐
舎
要

一
部
三
十
加
闘

唐
曾
要

一
部
二
十
五
加
闘
」

と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
三
種
は
何
れ
も
依
失
の
あ
る
不
完
全
本
で
は
あ
る
が
、
管
見
の
限
り
諸
書
目
に
三
十
加
以
上
の
『
唐
舎
要
』
は
見

営
ら
ず
、
三
十
加
本
は
現
在
知
る
限
り
最
も
加
数
の
多
い
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
三
十
加
本
は
、
歓
失
の
少
な
い
完
本
に
近
い
テ

キ
ス
ト
で
、

『
永
祭
大
典
』
が
参
照
し
た
テ
キ
ス
ト
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
も
か
く
、
明
初
に
は
ま
だ
完
本
に
近
い
、
高
宗
期
抄
本
の
系
統
の
テ
キ
ス
ト
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
明
末
ま
で
残
さ
れ

現
存
諸
抄
本
の
よ
う
な
大
幅
な
歓
失
は
存
在
し
な
か
ア
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
高
暦
三
三
年
三
六
O
五
)
に
作
ら

れ
た
『
内
閣
蔵
書
目
録
』
に
は
、
明
廷
所
臓
の
『
唐
舎
要
』
三
種
が
全
て
存
在
し
な
い
。
つ
ま
り
十
五
世
紀
半
ば
か
ら
十
七
世
紀
初
ま
で
の
百

(

お

)

六
十
年
聞
に
、
こ
れ
ら
は
明
廷
か
ら
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
巻
三

・
八
・
九
・
四
九
・
九
四
な
ど
の
依
失
・
飲
損
は
、
こ
の
明
代
に

て
い
れ
ば
、

と
こ
ろ
が
、

起
こ
っ
た
も
の
と
考
え
て
大
遁
な
か
ろ
う
。

2 

『
玉
海
』
所
引
『
唐
舎
要
』

『
玉
海
』
は
南
宋
末
の
王
鹿
麟
(
一
一
一
一
一
一
一
了
一
一
一
九
六
〉
が
撰
し
た
類
書
で
、
全
二
百
巻
。
宋
元
安
代
期
に
損
傷
し
、
至
元
六
年
(
=
西
O
)

の
初
刻
の
際
に
は
既
に
完
本
は
な
く
、
そ
の
後
何
度
か
補
修
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
『
玉
海
』
が
『
唐
曾
要
』
を
大
量
に
引
用
す
る
こ
と
は
、
既

(
川
品
〉

に
卒
阿
武
夫
氏
が
指
摘
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
買
際
に
検
索
を
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
そ
の
引
用
形
式
に
六
パ
タ
ー
ン
あ
る
こ
と
が
わ
か

っ
た
。

以
下
に
そ
の
六
パ
タ
ー
ン
と
そ
の
パ
タ
ー
ン
の
引
用
数
を
示
す
。

A
、
本
文
に
ま
ず
『
唐
舎
要
』
と
引
用
書
名
が
書
か
れ
、
そ
の
後
に
引
用
文
が
績
く
形
式
で
、
他
書
の
記
事
の
混
入
や
同
文
関
係
等
を
示
す

註
記
の
な
い
も
の
。
六
五
九
箇
所
。
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B
、
本
文
の
引
用
書
名
は
『
唐
舎
要
』
だ
が
、
他
書
の
記
事
の
混
入
や
同
文
関
係
等
を
示
す
註
記
の
あ
る
も
の
。
こ
れ
に
は
さ
ら
に
、
引
用
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書
名
の
下
に
「
兼

O
O
」

「叉

O
O」
と
い
う
割
註
が
あ
る
、
引
用
書
名
の
下
に
「

O
O同
」
と
い
う
割
註
が
あ
る
、
本
文
末
に
「

0
0

同
」
と
い
う
註
が
あ
る

の一三パ

タ
ー
ン
が
あ
る
。
二
五
箇
所
。

c、
本
文
の
引
用
書
名
は
他
書
だ
が
、

『
唐
曾
要
』
の
記
事
の
混
入
や
同
文
閥
係
等
を
示
す
註
記
の
あ
る
も
の
。
こ
れ
に
は
さ
ら
に
、
引
用

書
名
の
下
に
「
兼
舎
要
」
と
い
う
割
註
が
あ
る

本
文
末
に

「
兼
舎
要
」

と
い
う
註
が
あ
る
、

本
文
末
に

「
舎
要
同
」

と
い
う
註
が
あ

る、

の
ご
一
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。
三
十
箇
所
。

D
、
本
文
に
引
用
書
名
が
な
く
、
本
文
末
の
註
で
『
唐
舎
要
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
。
こ
れ
に
は
註
の
表
記
法
に
、

「禽

要
」
と
「
見
曾
要
」
の
二
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。
五
箇
所
。

E
、
本
文
は
他
室
田
の
引
用
文
だ
が
、

そ
こ
に
註
記
で
『
唐
曾
要
』
の
文
章
・
字
句
を
引
用
す
る
も
の
。
こ
れ
に
は
註
の
内
容
で
、
本
文
と
の

何
ら
か
の
闘
連
で
の
引
用
、
本
文
引
用
書
と
の
字
句
の
異
同
を
示
す
た
め
の
引
用
、
証
に
お
け
る
考
査
で
の
引
用
、

の
三
パ
タ
ー
ン
が
あ

る
。
三
三
四
箇
所
。

F
、
本
文
に
お
け
る
編
者
の
考
誼
の
中
で
『
唐
舎
要
』
を
引
用
す
る
も
の
。
七
箇
所
。

以
上
合
計
で
一

O
六
O
の
引
用
事
例
が
検
出
で
き
た
。

さ
て
ま
ず
、

『
玉
海
』
が
四
庫
本
・
殿
版
成
立
時
の
校
訂
作
業
に
利
用
さ
れ
た
か
否
か
、

と
い
う
問
題
を
検
討
し
て
み
た
い
。

『
玉
海
』
所

引
『
唐
曾
要
』
の
記
事
と
先
掲
の
『
唐
曾
要
』
テ
キ
ス
ト
五
種
と
を
封
比
し
た
と
こ
ろ
、
こ
こ
で
も
利
用
の
形
跡
は
見
い
だ
せ
な
か
?
た
。

方
利
用
を
否
定
す
る
誼
媛
に
な
る
逸
文
・
紙
文
は
多
い
。
殿
版
で
確
認
で
き
な
か
っ
た
記
事
は
一
二
三
、

う
ち
四
庫
本
で
も
確
認
で
き
な
か
っ

(

白

山

)

た
記
事
は
一
一
九
も
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
校
訂
の
焦
黙
と
な
っ
・
た
巻
七
?
十
の
逸
文
と
思
わ
れ
る
も
の
が
三
七
、
巻
九
二
の
逸
文
と

思
わ
れ
る
も
の
が
一
、
巻
九
四
の
逸
文
が
四
あ
る
。
こ
の
事
貫
か
ら
す
る
と
、

『
玉
海
』
は
四
庫
本
・
般
版
成
立
時
の
校
訂
作
業
に
利
用
さ
れ

な
か
っ
た
と
結
論
づ
け
て
よ
い
。

次
に
、

『
玉
海
』
が
参
照
し
た
『
唐
舎
要
』
の
テ
キ
ス
ト
と
現
存
諸
テ
キ
ス
ト
と
の
関
係
に
つ
い
て
橡
討
し
た
い
。
前
章
で
、

『
玉
海
』
が



基
準
と
し
た
テ
キ
ス
ト
は
葦
北
B
抄
本
系
抄
本
の
源
流
と
な
っ
た
南
宋
高
宗
期
抄
本
と
同
系
統
も
し
く
は
そ
れ
に
近
い
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
と
推

定
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
『
玉
海
』
に
残
さ
れ
た
『
唐
曾

-E
の
逸
文
・
依
文
の
朕
況
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
殿
版
の
ど
の
巻
の
ど
こ
が
底
本

と
位
置
づ
け
ら
れ
る
刻
本
に
基
づ
い
た
か
を
確
認
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
四
庫
本
に
存
在
し
て
い
る
記
事
が
殿
版
で
落
ち
て
い
る
場
合
は
、

そ
の
記
事
が
刻
本
に
は
な
く
、

つ
ま
り
、
蓋
北
B
抄
本
系
抄
本
・
四
庫
本

に
あ
っ
て
殿
版
に
な
い
記
事
は
、
高
宗
期
抄
本
系
テ
キ
ス
ト
に
は
あ
っ
た
が
殿
版
の
底
本
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
刻
本
に
は
な
か
っ
た
記
事
な
の

(

お

)

で
あ
る
。
先
に
殿
版
で
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
四
庫
本
で
は
確
認
で
き
た
『
玉
海
』
の
所
引
記
事
が
四
つ
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
逆
は

な
か
っ
た
。
こ
の
四
つ
こ
そ
は
右
記
の
よ
う
な
記
事
で
あ
り
、

そ
れ
を
校
訂
作
業
で
気
づ
か
ず
に
出
版
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

『
玉
海
』
の
基
準
と
し
た
テ
キ
ス
ト
が
高
宗
期
抄
本
系
テ
キ
ス
ト
に
近
い
こ
と

を
示
す
誼
援
の
一
つ
に
な
る
。

ま
た
、
前
節
で
『
永
集
大
典
』
が
高
宗
期
抄
本
系
テ
キ
ス
ト
を
参
照
し
た
と
考
誼
し
た
が
、

『
永
祭
大
典
』
所
引
『
唐
舎
要
』
と
同
じ
記
事
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が
『
玉
海
』
に
も
三
六
箇
所
見
ら
れ
る
。

『
玉
海
』
は
か
な
り
節
略
し
て
引
用
す
る
の
で
、

(
幻
〉

じ
か
否
か
と
い
う
形
で
字
句
の
異
同
を
調
べ
る
と
、
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、

『
玉
海
』
の
字
句
が
『
永
楽
大
典
』
の
字
句
と
同

『
、
氷
祭
大
血
ハ
』
を
六
二
三
農
字
・
進
農
昔
一
閏
に
は
、
現

存
『
唐
曾
要
』
巻
二
九
節
目

・
貞
元
五
年
僚
の
「
以
中
秋
節
代
晦
日
。
其
月
二
十
六
日
、
中
書
侍
郎
李
泌
奏
」
と
い
う
依
文
が
存
在
す
る
。
こ

の
ニ
六
日
の
記
事
が
『
玉
海
』
巻

一
七
八
食
貨
・

農
官
の
唐
兆
人
本
業
記

・
中
和
節
進
農
書
に
引
く
『
唐
舎
要
』
に
「
二
十
八
日
、
李
泌
奏
」

(

お

)

と
出
て
く
る
。
こ
れ
ら
も
、

『
永
楽
大
典
』
の
参
照
し
た
テ
キ
ス
ト
と
『
玉
海
』
が
基
本
と
し
た
テ
キ
ス
ト
が
同
系
統
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す

も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
以
上
で
、
前
章
で
の
推
定
は
補
強
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、

『
玉
海
』
所
引
『
唐
舎
要
』
の
記
事
は
か
な
り
信
用
で
き
る
よ
う
に
思
え
て
く
る
が
、
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
皐
純

『
玉
海
』
は
か
な
り
原
文
を
節
略
し
て
引
用
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
『
玉
海
』
の
現
行
テ
キ
ス
ト
に
も
誤
り

で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
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が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
後
者
は
、
所
引
記
事
と
現
存
諸
テ
キ
ス
ト
と
を
針
校
す
る
と
よ
く
わ
か
る
。
『
永
祭
大
血
ハ
』
所
引
記
事
の
検
討
と
同
様

に
、
年
競
・
年
月
日
の

『
玉
海
』
所
引
記
事
・

蓋
北
A
抄
本
・
殴
版
の
三
テ
キ

ス
ト
聞
の
異
同
全
二
六
九
例
を
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
官
頭
の
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一
字
を
略
披
に
し
て
一
示
す
と
、

①
玉
H
蓋
林
殿
|
百
三
例
会
一
八

・
三%)、

②
玉
H
殿
林
蓋
l
三
四
例
(
一
二
・
六
%
〉
、

③
玉
叫
蓋
H
殿
l
百

十
六
例
(
四
三

・
一%〉

④
玉
朴
蓋
叫
殿
|
十
六
例
(
五

・
九%)、

と
な
る
。
こ
の
検
討
結
果
の
特
色
は

『
永
集
大
典
』
の
場
合
と
比
較
す

れ
ば
明
瞭
だ
が
、

『
玉
海
』
の
誤
記
に
よ
る
可
能
性
の
最
も
高
い
③
が
最
多
と
い
う
酷
で
あ
る
。
本
節
回
目
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、

『
玉
海
』
は

宋
元
交
代
期
に
損
傷
し
、
そ
の
初
刻
本
の
段
階
で
既
に
完
本
が
な
か
司
た
の
で
あ
る
か
ら
、
誤
記
が
多
く
な
る
の
は
嘗
然
な
の
で
あ
る
。

海
』
所
引
の
『
唐
舎
要
』
を
利
用
す
る
場
合
に
は
こ
の
黙
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

『玉

こ
の
検
討
結
果
で
も
う
一
つ
注
目
し
た
い
の
は
、

①
と
②
の
差
異
で
あ
る
。

①
と
②
の
比
率
は
七
五
割
二
五
と
な
り
、

こ
こ
か
ら
、

E 司

玉

海
』
が
参
照
し
た
テ
キ
ス
ト
と
蓋
北
A
抄
本
と
は
か
な
り
、
近
く
、

そ
れ
ら
と
般
版
と
は
遠
い
と
い
う
、
今
ま
で
の
検
討
結
果
と
符
合
す
る
結
論

が
導
き
出
せ
る
。

こ
の
①
と
②
の
比
率
は

『
、
氷
…
柴
大
典
』

で
も
八
一
封
十
九
と
な
り
、

ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

」
れ
ほ
ど
の
差
異
が
出
る
理
由

は
、
基
と
し
た
テ
キ
ス
ト
の
違
い
だ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、

『
玉
海
』
の
『
唐
曾
要
』
引
用
形
式
の

E
の
第
二
パ
タ
ー
ン
|
|
』
本
文
は
他
書
の
引
用
文
だ
が
、

そ
こ
に
本
文
引
用
書
と
の
字
句
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の
異
同
を
一
示
す
た
め
に
『
唐
曾
要
』
の
文
-
章
・
字
句
を
註
記
で
引
用
す
る
と
い
う
形
式
ー
ー
ー
に
着
目
し
て
み
た
。
こ
の
註
の
『
唐
舎
要
』
の
字

句
と
殴
版
の
一
該
嘗
箇
所
の
字
句
と
が
異
な
る
ケ
l
ス
は
十
六
例
存
在
す
る
が
、
そ
の
う
ち
十
三
例
ま
で
が
殿
版
の
字
句
と
他
書
引
用
文
の
字
句

と
が
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
、
註
の
『
唐
禽
要
』
の
字
句
と
蓋
北
A
抄
本

・
四
庫
本
の
一
該
嘗
箇
所
の
字
句
と
が
異
な
る
ケ
l
ス
は
三
例
し

か
な
い
。
こ
れ
は
何
れ
も
註
の
『
唐
舎
要
』
の
字
句
と
殿
版
の
一
該
嘗
箇
所
の
字
句
と
が
異
な
る
十
六
例
の
中
に
入
る
が
、
他
書
引
用
文
の
字
句

(

鈎

)

と
同
じ
な
の
は
一
例
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
結
果
は
、
殿
版
が
他
書
を
参
照
し
て
校
訂
し
た
時
に
、
本
来
の
『
唐
舎
要
』
の
字
句
が
鑓
え
ら
れ
て

つ
ま
り
、
①
と
②
の
大
き
な
差
異
は
、
基
と
し
た
テ
キ
ス
ト
の
遣
い
だ
け
で
は
な
く
、
殿
版

し
ま
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

に
は
校
訂
で
本
来
の
字
句
が
襲
え
ら
れ
て
し
ま

っ
た
箇
所
が
あ
る
こ
と
も
、

一
つ
の
要
因
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。



3 

『
事
物
紀
原
』
等
書
所
引
『
唐
舎
要
』

北
宋
期
の
諸
史
料
で

『
唐
舎
要
』

を
多
く
引
用
す
る
の
は
、

『
事
物
紀
原
』

『
資
治
通
鑑
考
異
』

『
太
卒
御
覧
』

『
太
卒
贋
記
』

(
以
下
、

そ
れ
ぞ
れ
『
紀
原
』

『
考
異
』

『
御
覧
』

『
康
記
』
と
略
す
)
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
引
用
さ
れ
た
『
唐
曾
要
」
の
記
事
を
概
観
し
て
み
た
い
。

『
紀
原
』
は
、

元
豊
年
間
(
一

O
七
八
J
八
五
)
開
封
の
人
と
い
わ
れ
る
高
承
が
編
纂
し
た
類
書
で
、

本
来
は
十
巻
二
七

0
項
目
で
あ
っ
た

が
、
後
人
の
増
補
に
よ
っ
て
南
宋
代
に
は
二
十
巻
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
れ
故
、
所
引
『
唐
舎
要
』
は
北
宋
代
の
も
の
と
は
断
定
で
き
な

い
し
、
高
承
が
見
た
テ
キ
ス
ト
と
後
人
の
見
た
テ
キ
ス
ト
が
同
じ
で
あ
っ
た
と
も
い
え
な
い
。

『
紀
原
』
に
も
テ
キ
ス
ト
問
題
は
あ
る
の
だ
が
、
と
り
あ
え
ず
中
華
書
局
貼
校
本
(
一
九
八
九
年
刊
)
を
基
準
テ
キ
ス
ト
に
し
て
所
引
『
唐
曾

(
州
制
〉

要
』
記
事
を
検
索
し
た
と
こ
ろ
、
九
二
の
記
事
を
検
出
し
、
う
ち
五
つ
は
現
存
諸
テ
キ
ス
ト
に
は
見
嘗
た
ら
な
い
の
で
逸
文
と
思
わ
れ
る
。
こ

の
逸
文
の
中
に
、
巻
七
道
穣
科
教
部
・
借
帳
に
引
用
さ
れ
た
衣
の
文
章
が
あ
る
。

又
(
唐
舎
要
に
〉
日
く
、
替
制
、
僧
尼
簿
は
三
年
に
一
た
び
造
り
、
其
の
籍
の
一
本
は
洞
部
に
迭
り
、

(

必

)

十
七
年
八
月
十
日
、
穀
す
ら
く
、
僧
尼
は
宜
し
く
十
六
年
の
奮
籍
に
依
る
ベ
し
、
と
。

一
本
は
州
豚
に
留
む
。
叉
、
開
元
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こ
れ
は
内
容
か
ら
見
て
径
四
九
僧
籍
の
逸
文
と
思
わ
れ
る
が
、
前
中
寸
の
俊
文
と
同
一
の
内
容
が
殴
版
に
「
三
歳
毎
に
、
州
豚
は
籍
を
漏
り
、

は
以
て
州
燃
に
留
め

一
は
以
て
洞
部
に
上
る
」
と
載
っ
て
い
る
。
文
-
章
か
ら
す
る
と

『
紀
原
』
の
方
は
本
来
の
候
文
を
そ
の
ま
ま
記
し、

殿
版
の
方
は
文
章
を
崩
し
て
文
意
の
み
取

司
た
観
が
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
巻
四
九
倍
籍
は
現
存
『
唐
曾
要
』
で
は
般
版
の
み
に
し
か
な
く
、

底
本
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
刻
本
に
依
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
か
ら
、
刻
本
が
節
本
だ
っ
た
と
い
う
推
定
が
補

強
さ
れ
る
と
と
も
に
、

『
紀
原
』
の
こ
の
僚
が
引
用
し
た
テ
キ
ス
ト
は
『
唐
曾
要
』
の
完
本
だ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
先
述
の
よ
う

な
成
立
事
情
な
の
で
、
こ
の
推
定
を
『
紀
原
』
全
世
に
敷
延
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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『
考
異
』
は
、
司
馬
光
が
『
資
治
通
鑑
』
編
纂
と
同
時
に
そ
の
史
寅
考
謹
の
経
緯
を
ま
と
め
て
三
十
巻
と
し
た
も
の
で
、
成
立
は
『
責
治
通
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鑑
』
と
同
じ
元
盟
七
年
(
一

O
八
四
)
で
あ
る
。

宋
刊
本
を
縮
印
し
た
四
部
叢
刊
本
(
一
九
一
九
年
刊
)
を
基
準
テ
キ
ス
ト
に
し
て
所
引
記
事
を

検
索
し
た
と
こ
ろ
、

二
十
の
記
事
が
検
出
さ
れ
、

う
ち
五
つ
が
現
存
諸
テ
キ
ス
ト
に
見
い
だ
せ
な
い
の
で
逸
文
と
見
ら
れ
る
。
た
だ
、
巻
四
九

の
逸
文
が
な
い
の
で

こ
こ
か
ら
司
馬
光
が
参
照
し
た
テ
キ
ス
ト
が
完
本
か
否
か
の
考
察
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
別
の
推
定
方
法
を
採
る
と
、

『
資
治
通
鑑
』
が
崇
文
院
に
史
局
を
設
け
て
編
纂
さ
れ
た
こ
と
が
ヒ
ン
ト
と
な
る
。
そ
も
そ
も
『
唐
曾
要
』
は
宋
の
太
租
に
進
呈
さ
れ
て
史
館

(
必
)

に
牧
賦
さ
れ
た
も
の
で
、

そ
の
後
も
崇
文
院
に
あ
る
三
館

・
秘
閣
に
存
在
し、

慶
際
晴
元
年
(
一

O
四
一
〉
に
作
ら
れ
た
そ
の
目
録
で
あ
る

王
樽
撰
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
賞
然
完
本
で
あ
り
、
そ
れ
を
司
馬
光
は
参
照
し
た
と
考
え
て
問
題
は

=司

珪会
ヲ玄ミ

文
総
目
』
の
巻
三
に
は
「
唐
禽
要
一
百
巻

t

、。

φ
J
e
'
L
V
 『

御
覧
』
と
「
康
記
』
は
、

と
も
に
宋
初
に
敷
命
を
受
け
て
編
纂
さ
れ
た
宋
朝
四
大
部
書
の
一
つ
で
、
『
御
覧
』
は
太
卒
輿
園
八
年
(
九
八
三〉

『
廉
記
』
は
太
卒
興
国
三
年
(
九
七
八
)
に
成
り
、

全
六
百
巻
で
あ
る
。

と
も
に

『
唐
曾
要
』

の
編
纂
か
ら
ま
も
な
く
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に
成
り
、
全
一
千
巻
、

の
編
纂
で

ま
た
敷
撲
で
も
あ
る
か
ら
、

『
唐
舎
要
』
の
完
本
を
参
照
し
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。

そ
の
所
引
記
事
の
概
要
は

『御
覧
』
で
は

南
宋
慶
元
五
年
(
二

九
九
〉
刊
本
を
別
の
宋
本
で
一
部
補
っ
た
四
部
叢
刊
三
編
本
(
一
九
三

五
年
刊
)
を
基
準
テ
キ
ス
ト
に
し
て
検
索
し
た
と
こ

ろ
、

三
二
の
記
事
を
検
出
し
た
。

う
ち
二
つ
は
現
存
諸
テ
キ
ス
ト
に
見
嘗
た
ら
ず
、
逸
文

と
考
え
ら
れ
る
。
特
徴
的
な
の
は
、
三
二
記
事
中
二
九
ま
で
が
巻
五
六
六
J
五
七
四
の
築
部
五
J
十
二
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
必
然

的
に
引
用
記
事
は
『
唐
舎
要
』
倉
一
一
一一一
J
三
四
の
築
閥
連
項
目
に
集
中
し
、
逸
文
の

一
つ
も
巻
三
三
西
戎
五
園
祭
の
逸
文
で
あ
る
。
『
贋
記
』

(

円

相

)

で
は
、
中
華
書
一
局
校
勲
本
(
一
九
六
一
年
刊
)
を
基
準
テ
キ
ス
ト
に
し
て
検
索
し
た
と
こ
ろ
、
三
一
の
記
事
が
検
出
で
き
た
。
う
ち
二
つ
は
現
存

諸
テ
キ
ス
ト
に
見
首
ら
ず
、

逸
文
と
考
え
ら
れ
る
。
特
徴
的
な
の
は
、
全
記
事
が
巻
一
六
九
知
人

一
と
容
一
八
五

・
六
鐙
選
一

・
ニ
の
三
巻
の

み
に
存
在
し
、
確
認
で
き
る
も
の
は
全
て
『
唐
舎
要
』
径
七
四
掌
選
善
悪
、
各
七
五
選
限
、
各
七
五
藻
鑑
の
三
項
目
か
ら
の
引
用
で
あ
る
こ
と

で
あ
る
。

以
上
宋
代
の
諮
書
所
引
の

『
唐
曾
要
』
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
が
、
あ
え
て
今
ま
で
検
討
か
ら
は
ず
し
て
き
た
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、



う
問
題
で
あ
る
。

こ
の
所
引
『
唐
曾
要
』
記
事
の
中
に
、
品
ロ
閏
時
ま
だ
現
存
し
て
い
た
蘇
目
先
『
舎
一
安
』
や
崖
鉱
『
績
曾
一
安
』
か
ら
の
引
用
が
紛
れ
て

い
な
い
か
と
い

『
紀
原
』
は
最
初
一
の
引
用
で
あ
る
巻
一
正
朔
暦
数
部
・
中
和
に
「
王
湾
唐
舎
要
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
雨
書
の
混
入

は
な
い
も
の
と
判
断
で
き
る
。
問
題
は
後
の
三
書
で
あ
る
。

ま
ず
握
鉱
『
績
曾
要
』
か
ら
検
討
す
る
と
、

『
贋
記
』
で
は
冒
頭
の
引
用
書
自
に
『
績
曾
要
』
が
な
い
の
で
問
題
外
で
あ
り
、

『
考
具
』
と

『
御
覧
』
は
『
績
舎
要
』

を
引
用
す
る
と
き
に
明
確
に
こ
の
書
名
を
記
す
の
で
、

テ
キ
ス
ト
の
誤
寓
以
外
で
は
紛
れ
込
み
は
な
い
と
剣
断
す

る
次
に
蘇
見
『
舎
要
』
だ
が
、

『
唐
曾
要
』
で
あ
る
。

『
御
覧
』
と
『
庚
記
』
は
冒
頭
の
引
用
書
目
に
『
舎
要
』
を
奉
げ
ず
に
「
唐
曾
要
』
を
穆
げ
、
出
典
の
表
記
も

と
す
れ
ば
雨
書
と
も
、

と
王
漕
『
唐
命
日
要
』
の
ど
ち
ら
か
し
か
見
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。

(

必

)

ま
ず
「
唐
舎
要
日
く
」
で
各
三
四
論
集
・
調
露
二
年
僚
が
引
用
さ
れ
た
後
に
、
績
い
て
「
又
日
く
」
と
し

蘇
晃
の

『
舎
要
』

御

覧
』
巻
五
六
九
楽
部
七
淫
楽
に
は
、

て
引
用
さ
れ
た
巻
三
四
雑
録
・
威
逼
中
僚
が
あ
る
。
威
通
年
間
(
八
六

O
J八
七
四
)
の
記
事
は
蘇
晃
『
曾
要
』

「
叉
日
く
」
と
い
う
形
で
調
露
元
年
僚
と
同
一

書
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

『
御
覧
』
所
引
の
『
唐
舎
要
』
は
王
溶
の
そ
れ
と

に
は
な
い
も
の
で
、

そ
れ
が
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断
定
で
き
る
。

『
虞
記
』
に
も
こ
れ
は
敷
延
で
き
る
と
思
う
が
、
全
て
唐
徳
宗
以
前
の
記
事
な
の
で
、
断
定
に
は
若
干
の
不
安
が
残
る
。
残
る

『
考
異
』
は
、
引
用
書
名
を
『
庸
曾
要
』

元
和
二
年
(
八

O
七
)
の
記
事
を
『
曾
要
』

『
舎
要
』
の
二
通
り
に
表
記
す
る
の
で
判
断
、
が
難
し
い
。
た
だ
、
蘇
見
『
舎
要
』
に
は
な
い
は
ず
の

の
書
名
で
引
く
の
で
、

こ
の
二
通
り
の
表
記
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

こ
の
元
和
二
年
の
記
事
か
ら
す
れ
ば
、
二
表
記
と
も
主
湾
『
唐
舎
要
』
を
指
す
と
考
え
る
の
が
安
嘗
で
あ
ろ
う。

四

お
わ
り
に
|
|
侵
説
の
提
示
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最
後
に
、
こ
こ
ま
で
の
考
察
を
ま
と
め
て
、
『
唐
曾
要
』
の
流
俸
に
つ
い
て
の
私
見
を
提
示
し
た
い
。

九
六
一
年
に
成
っ
た
王
湾
の
『
唐
禽
要
』
は
、

北
宋
期
か
ら
既
に
少
な
く
と
も
二
系
統
の
異
本
が
存
在
し
た
。

一
つ
は
そ
の
後
抄
本
で
俸
え



118 

ら
れ
て
い
く
完
本
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
一

O
四
六
年
以
前
に
蘇
州
で
刊
行
さ
れ
た
刻
本
で
あ
る
。
諸
書
の
引
用
紋
況
か
ら
見
る
と
、

北
宋

・

南
宋
を
通
じ
て
前
者
が
多
く
引
用
さ
れ
る
の
に
射
し
、
後
者
で
は
引
用
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
あ
ま
り
宋
刻
本
は
流
布
し
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。

一方、

王
樽
『
唐
舎
要
』
が
そ
の
内
容
を
基
本
的
に
そ
の
ま
ま
吸
牧
し
た
蘇
晃
『
舎
要
』
や
雀
鉱
『
績
曾
要
』
は
、
北
宋

・
南
宋

で
は
濁
立
し
た
書
物
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
南
宋
末
に
な

っ
て
く
る
と
、
次
第
に
猫
立
性
が
薄
れ
、

『
玉
海
』
編
集
時
に
は
王
縛

『
唐
曾
要
』
の
異
本
的
扱
い
を
受
け
る
よ
う
に
な
り
、

そ
れ
が
影
響
し
て
か
、
南
宋
末
か
ら
元
の
聞
に
散
逸
し
て
し
ま
ア
た
。

『
永
集
大
地
ハ
』
編
纂
時
ま
で
は
ほ
ぼ
完
本
と
し
て
存
在
し
た
。

こ
れ
が
明
代
の
聞
に
大
き
く
依
損
し
て
い

く
。
そ
の
中
で
残
さ
れ
た
の
が
南
宋
高
宗
期
の
抄
本
の
系
統
を
引
く
テ
キ
ス
ト
で
、
ま
ず
巻
七
J
十
や
径
四
九
後
牛
等
が
歓
損
し
、

『
唐
禽
要
』

の
抄
本
は
明
初
の

つ
い
で
巻

九
二
第
二
項
J
巻
九
四
が
飲
損
し
て
か
ら
、
康
く
停
骨
局
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
多
く
の
明
抄
本
・
清
初
抄
本
の
基
と
な
っ
た
。
こ
の
中
で
も
蓋

北
B
抄
本
系
抄
本
は
、

四
庫
本
へ
と
繋
が
っ
た
蓋
北
A
抄
本
を
例
に
『
永
祭
大
典
』
所
引
記
事
と
針
校
し
て
か
な
り
字
句
が
近
い
こ
と
が
わ
か

っ
た
の
で
、
明
初
の
テ
キ
ス
ト
の
委
を
か
な
り
そ
の
ま
ま
博
え
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
後
者
の
歓
損
が
完
全
に
な
さ
れ
る
前
に
俸
寓

さ
れ
た
抄
本
の
系
統
が
あ
り
、
こ
れ
が
不
完
全
な
が
ら
も
残
っ
て
い
た

「別
本
」
や
、
巻
九
四
が
残
っ
て
い
る
上
海
丙
抄
本
と
推
定
さ
れ
る
。

一
方
、
宋
刻
本
が
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
か
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
本
稿
の
中
で
推
測
し
た
よ
う
に
、
も
し
こ
の
宋
刻
本
が
般
版
の

底
本
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
刻
本
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
刻
本
は
記
事
を
抄
録
し
た
節
本
で
あ
り
、
南
宋
か
ら
元

・
明
を
経
る
聞
に
大
幅
な
依

損
が
起
こ
り
、
清
初
に
は
少
な
く
と
も
巻
七
J
十
と
巻
九
四
が
飲
失
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
宋
刻
本
か
否
か
は
別
に
し
て
、
歓
損
の
あ
る

節
本
を
底
本
と
し
て
位
置
づ
け
、

そ
の
依
損

・
節
略
を
埋
め
る
た
め
の
四
庫
本
や
他
書
を
利
用
し
た
校
訂
が
な
さ
れ
て
、
殿
版
が
嘉
慶
初
に
刊

し
か
し
、
諸
書
所
引
の
『
唐
舎
要
』
の
記
事
を
利
用
せ
ず
に
他
書
で
校
訂

・
補
入
を
行
っ
た
こ
と
や
、

系

行
さ
れ
た
こ
と
は
確
買
で
あ
る
。

統
の
テ
キ
ス
ト
を
混
在
さ
せ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
蹴
版
は
二
系
統
の
何
れ
と
も
大
幅
に
異
な
る
テ
キ
ス
ト
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
が
本
稿
の
結
論
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
現
段
階
で
の
暇
設
で
あ
る
。
今
後
も
テ
キ
ス
ト
調
査
を
進
め
て
修
正
し
、

よ
り
精
級
な

恒
説
に
し
て
い
く
こ
と
を
お
約
束
し
、
讃
者
の
御
寛
恕
を
請
う
衣
第
で
あ
る
。
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園2 本稿で推定した「唐曾要』 の流俸(現存するテキストはアンダーライン〉

原本=完本(961)

刻本(1046以前)

(巻 7-10・巻94など鉄失)

引用→『太平御覧J r太平康記』

引用→『資治遁鑑考異』

同系統治盲目|用→『事物紀原』

南宋高宗期抄本

仁ド了??隙閑向……系耕畑叫…統伽伽…………カ州問川一らM矧叩一ヲ引問昨|開ド用ド→巧吋『庄四玉却海
同系統制カか、ら日引|閣用→『味永築大典恥』

(巻 7-10，巻4ω9後半鉄失)

(巻93鉄失)

ワ

朱勢尊覇軍刻本

坦

別本

(巻92・93依失)

牽北B抄本

ろ盟挫杢

「よ~
華北A抄本静嘉堂抄本 上海甲抄本

苛血並杢 | 
~一一一一一一歩(校訂・補入)

北京C抄本上海丁抄本

四庫本

「加府元亀J t 
等唐代史料一，.(校訂・補入)て l 

↓ 
殿版
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註
(

1

)

『
唐
合
同
要
』
の
通
行
本
は
、
殿
版
及
び
そ
れ
を
鉛
印
し
た
園
皐
基
本

叢
書
本
・
中
華
書
局
本
・
世
界
書
局
本
・
上
海
古
籍
出
版
社
本
位
一
寸
で
あ

る。

(

2

)

貝
塚
茂
樹

・
卒
岡
武
夫
「
唐
代
史
料
の
集
成
に
つ
い
て
」
(
『
同
学
術
月

報
』
七
六
、
一
九
五
四
)
、
卒
岡
武
夫
編
『
唐
代
の
行
政
地
理
』
(
京

都
大
祭
人
文
科
皐
研
究
所
、
一
九
五
五
)
一
九
頁
。

(

3

)

「
在
翠
北
・
園
立
中
央
図
書
館
蔵
紗
本
・
唐
舎
要
に
つ
い
て
」

(
『
律
令
制
の
諸
問
題
』
汲
古
書
院
、
一
九
八
四
)
。

(
4
〉
『
東
方
皐
』
七
八
、
一
九
八
九
。

(

5

)

『
金
津
大
準
教
養
部
論
集
』
人
文
科
皐
篇
二
九
|
て
一
九
九
一

。

〈

6
〉
『
中
園
唐
史
皐
禽
論
文
集
』
(
一
一
一
秦
出
版
社
、
一
九
八
九
〉
。

(
7
〉
上
海
古
籍
出
版
社
本
は
、
殿
版
系
の
江
蘇
書
局
木
(
清
同
治
年
開

刊
)
を
底
本
に
、
殿
版
・
上
海
凶
書
館
所
蔵
抄
本
四
種
に
よ
る
校
訂
や

『
沓
唐
書
』
『
加
府
元
勉
』
『
逼
典
』
と
の
針
校
を
行
っ
て
成
っ
た
も

の
で
あ
る
。

(
8
〉
番
目
文
献
出
版
社
、
一
九
八
八
。

(

9

)

「
初
採
」
に
よ
る
と
、
北
京
b
抄
木
の
目
録
と
通
行
本
の
目
録
を
比

較
す
る
と
、
各
四
八
の
「
寺
」、
各
五
八
の
「
戸
部
侍
郎
」、
各
六
三
の

「
在
外
修
史
」
、
各
六
四
の
「
崇
元
(
玄
)
館
」
等
の
項
目
が
な
い
と

い
う
。
裏
北
B
抄
本
系
の
目
録
も
通
行
本
の
目
録
よ
り
項
目
が
少
な

く
、
右
記
四
項
目
で
は

「戸
部
侍
郎
」
以
外
は
華
北
B
抄
本
系
の
目
録

に
も
存
在
し
な
い
。
こ
こ
に
関
連
性
を
想
起
さ
せ
る
も
の
は
あ
る
が
、

飾
明
氏
は
紋
け
て
い
る
全
項
目
を
翠
げ
て
い
な
い
よ
う
な
の
で
、
こ
れ

以
上
の
検
討
は
で
き
な
い
。

(
印
)
「
初
探
」
に
よ
っ
て
、
北
京
b
抄
本
は
翁
之
官
聞
が
北
京
国
書
館
に
寄

贈
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
梁
戦
・
郭
群
一
編
著

『
歴
代
蔵
書
家
辞
典
』
(
侠
西
人
民
出
版
社
、
一
九
九
一
)
に
よ
れ

ば
、
翁
之
曹
関
は
翁
同
紙
ハ
一
八
三

0
1
一
九

O
四
〉
の
僅
孫
で
あ
る
翁

斌
孫
の
子
で
、
品
調
斌
孫
は
翁
同
鯨
の
蔵
書
を
継
承
し
、
翁
之
宙
開
も
彼
の

死
後
こ
れ
を
縫
承
し
て
い
た
が
、
解
放
後
北
京
図
書
館
に
寄
贈
し
た
と

久
ノ
。

、しV

(
日
〉
朱
葬
品
件
所
見
の
本
と
い
う
の
は
、
『
曝
書
亭
集
』
各
四
五
「
唐
曾
要

政
」
に
、今

彫
木
空
有
、
予
購
之
四
十
年
、
近
始
借
抄
嘗
熟
銭
氏
篤
本
。
惜

乎
、
第
七
巻
至
第
九
巻
失
去
、
雑
以
他
書
、
第
十
巻
亦
有
錯
雑
文

字
。
九
十
二
谷
閥
第
二
翻
以
後
、
九
十
三
、
九
十
四
二
巻
全
闘
。

安
得
収
蔵
家
有
善
本
、
借
抄
成
完
書
。
姑
識
此
以
侠
。

と
見
え
る
常
熟
銭
氏
抄
本
で
あ
る
。
確
か
に
巻
九
三

・
九
四
は
全
依
と

あ
る
。

(
ロ
)
「
初
探
」
の
二
百
巻
全
」
と
い
う
表
現
は
、
径
七
J
十
一
の
内
容

が
他
史
料
に
よ
っ
て
補
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
使
わ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
後
人
の
増
補
を
含
め
て
形
式
上
全
巻
揃
っ
て
い
る
こ
と
を

意
味
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
劉
し
、
北
京
b
抄
本
は
単
に

ご
百
各
」
と
の
み
記
し
、
こ
の
相
違
が
よ
く
分
か
ら
な
い
。
巻
数
の

誤
記
、
あ
る
い
は
「
全
」
の
脱
謀
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
ど
こ
か
に

大
き
な
紋
失
の
あ
る
径
が
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
今
後
の
再
調
査
を
待
ち
た
い
。

(
お
)
た
だ
し
、
行
格
と
倣
巻
の
設
明
に
は
阻
艇
が
あ
る
。
行
格
に
つ
い
て
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は
、
「
前
言
」
の
引
く
『
蔵
園
霊
書
経
眼
録
』
巻
六
で
は
十
二
行
二
五

字
と
あ
る
が
、
「
初
探
」
の

f
本
は
十
二
行
二
二
字
と
あ
る
。
一
行
の

字
数
に
は
幅
が
あ
る
こ
と
が
多
く
、
調
査
し
た
場
所
の
違
い
に
よ
っ
て

見
解
が
異
な
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
相
違
は
上
海
甲
抄

本
と
f
本
を
同
一
と
す
る
う
え
で
の
支
障
と
は
な
ら
な
い
も
の
と
考
え

る
。
ま
た
紋
巻
に
つ
い
て
は
、

f
本
は

俳句
九
五
も
金
紋
と
し
て
い
る

が
、
上
海
古
籍
出
版
枇
本
の
巻
九
五
の
校
勘
記
に
上
海
甲
抄
本
を
使
っ

た
校
勘
が
見
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
は
鄭
明
氏
の
誤
記
で
あ
ろ
う
。

(
M
H

〉
「
初
探
」
も
こ
の
識
語
を
引
用
す
る
が
、
「
新
醤
商
書
」
を
「
新
奮

麿
書
」
に
、
「
脱
誤
興
奮
略
相
等
」
を

「脱
誤
奥
奮
略
等
」
に
作
る。

(
日
)
「
初
探
」
は
「
一
百
巻
全
」
と
記
し
て
巻
九
三
・
九
四
も
存
在
す
る

と
し
て
お
り
、
こ
こ
も
「
前
言
」
と
異
な
る
。
し
か
し
、
上
海
古
籍
出

版
社
本
の
各
九
三
・
九
四
の
校
勘
記
に
は
上
海
乙
抄
本
を
使
っ
た
形
跡

は
な
く
、
飲
巻
と
剣
断
す
る
の
が
安
嘗
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
鄭
明
氏

は
、
巻
七

l
十
一
に
他
書
か
ら
の
錯
入
が
あ
っ
た
貼
だ
け
を
見
て
、
増

補
も
含
め
れ
ば
形
式
上
・
内
容
上
と
も
に
全
巻
揃
っ
た
こ
と
に
な
っ
て

い
る
も
の
と
勘
違
い
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

(
日
)
校
勘
記
は
、
北
突
肢
の
冒
頭
篠
の
「
迭
帯
入
関
」
に
つ
い
て
、
「
「
関
」

原
作
「
闘
」
、
接
殿
本
・
丙
鈴
木
改
。
」
と
記
す
。

(
げ
)
校
勘
記
に
は
四
カ
所
の
校
勘
が
存
在
す
る
が
、
註
(
日
)
に
牽
げ
た
一

カ
所
し
か
丙
抄
本
と
の
針
校
を
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
推
定
を
支
持
す

る
。
な
お
「
初
探
L

は
全
九
四
巻
で
各
九
四
が
存
在
す
る
と
す
る
が
、

完
全
・
不
完
全
へ
の
言
及
は
な
い
。

(
時
)
筆
者
は
未
だ
こ
の
題
践
の
出
典
が
確
認
で
き
て
い
な
い
。
引
用
は

「
前
言
」
か
ら
の
孫
引
き
で
あ
る
。

(
四
〉
「
前
言
」
は
、
元
・
明
期
の
流
傍
状
況
の
叙
述
で
は
刻
本
に
燭
れ
な

い
が
、
そ
の
後
で
「
清
代
初
期
、
唐
舎
要
刻
本
己
非
常
宰
見
、
著
名
皐

者
和
蔵
書
家
朱
勢
品
特
設
、
『
今
彫
本
宰
有
、
予
購
之
四
十
年
、
近
始
借

紗
常
曲
折
鍾
氏
篤
本
』
、
就
反
映
了
這

一
情
況
。
」
と
述
べ
る
。
刻
本
の
存

在
に
つ
い
て
は
宋
代
の
流
停
吠
況
の
叙
述
で
し
か
論
じ
て
い
な
い
た

め
、
こ
こ
で
い
う

「
唐
舎
要
刻
本
」
は
宋
刻
本
の
よ
う
に
思
え
る
の
だ

が
、
表
現
が
不
明
確
で
、
「
前
言
」
が
こ
の
貼
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て

い
る
か
が
は
っ
き
り
し
な
い
。

(

m

出
)
巻
四
九
後
牢
の
五
項
目
の
う
ち
、
二
僚
だ
け
な
の
は
病
坊
・
大
秦

寺
、
三
僚
だ
け
な
の
は
燃
燈

・
借
籍

・
摩
尼
寺
で
あ
る
。

(
幻
〉
拙
稿
B
で
僧
籍
逸
文
と
認
定
し
た
の
は
、
『
永
祭
大
血
ハ
』
巻
八
七

O

六
倍
字
・
僧
籍
及
び
各
八
七

O
六
僧
字
・
汰
借
が
引
用
し
た
『
唐
禽

要
』
の
記
事
で
、
前
者
が
天
寅
八
載
十
一
月
十
八
日
係
、
後
者
が
曾
日
田

五
年
七
月
僚
で
あ
る
。
ま
た
、
借
籍
も
し
く
は
各
四
九
雑
録
の
逸
文
と

認
定
し
た
の
が
、
『
永
祭
大
風
ハ
」
巻
八
七

O
六
借
字

・
度
慣
の
所
引
記

事
で
、
長
慶
元
年
三
月
、
賓
暦
元
年
二
月
、
大
中
十
年
十
二
月
二
十
一

日
の
三
僚
が
あ
る
。

(
お
〉
『
資
治
通
鑑
』品
位
二
五
四
・
康
明
元
年
十
一
月
乙
亥
僚
に
附
さ
れ
た

胡
三
省
註
所
引
の
『
唐
舎
要
』
に
は
、
「
至
徳
二
年
、
雨
京
市
各
置
普

救
病
坊
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
こ
れ
は
殿
版
に
は
見
ら
れ
ず
、
内
容

よ
り
病
坊
の
逸
文
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、

『
資
治
通
鐙
』
各
一

一一一一

七
・
元
和
元
年
是
品
同
僚
の
摩
尼
数
停
来
の
記
事
に
附
け
ら
れ
た
胡
三
省

の
註
に
、

「唐
書
禽
要
十
九
巻
」
が
引
用
さ
れ
、
摩
尼
寺
に
関
す
る
大

暦
三
年
六
月
二
十
九
日
と
大
暦
六
年
正
月
の
二
僚
が
載
せ
ら
れ
て
い

る
。
『
唐
書
品
目
要
』
と
い
う
書
物
は
な
く
、
『
唐
曾
要
』
の
誤
記
の
可
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能
性
が
高
い
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
二
篠
は
摩
尼
寺
の
逸
文

と
推
定
さ
れ
る
。
な
お
、
胡
註
も
か
な
り
『
唐
曾
要
』
を
引
用
す
る

が
、
未
だ
筆
者
の
整
理
が
終
了
し
て
い
な
い
の
で
、
本
稿
で
は
そ
の
全

鍾
像
の
報
告
を
割
愛
し
た
。

(
お
)
禽
昌
五
年
僚
は
正
し
く
は
五
年
五
月
僚
で
、
殿
版
で
は
五
月
が
紋
落

し
て
い
る
。
註
(
幻
)
で
示
し
た
溜
文
は
、
天
費
八
載
十
一
月
十
八
日
、

長
慶
元
年
三
月
、
費
暦
元
年
二
月
、
大
中
十
年
十
二
月
二
十
一
日
の
各

僚
が
こ
の
前
に
、
倉
昌
五
年
七
月
僚
が
こ
の
後
ろ
に
入
る
。
な
お
、
病

坊
の
逸
文
は
殿
版
に
存
す
る
二
一
傑
の
中
聞
に
位
置
す
る
。

(
川
崎
)
拙
稿
A
で
『
加
府
元
勉
』
俸
放
と
別
史
料
と
の
接
合
と
推
定
し
た
の

は
、
諸
司
諸
色
本
銭
下
の
元
和
二
年
六
月
僚
で
あ
る
。
問
題
と
な
っ
た

の
は
「
色
役
救
旨
」
の
四
文
字
で
、
『
加
府
元
勉
』
俸
糠
に
は
な
い

が
、
同
一
内
容
を
記
す
『
唐
舎
要
」
巻
七
八
五
坊
宮
苑
使

・
元
和
二
年

六
月
僚
に
は
「
救
」
、
同
じ
く

『
醤
唐
書
』
各
十
四
憲
宗
本
紀
上

・
元

和
二
年
六
月
乙
丑
僚
に
は
「
色
役
」
の
語
が
あ
り
、
こ
れ
ら
を
総
合
し

て
こ
の
候
文
が
補
入
さ
れ
た
と
推
定
し
た
。
し
か
し
、
他
の
記
事
が
全

て
『
加
府
元
勉
』
俸
様
だ
け
か
ら
補
入
さ
れ
て
い
る
の
に
、
こ
の
一
僚

だ
け
他
史
料
と
の
総
合
化
が
行
わ
れ
た
と
い
う
の
も
不
自
然
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
僚
に
は
『
倒
府
元
勉
』
俸
糠
に
あ
る
「
伏
以
」
「
近
叉
」

「
上
副
聖
情
、
用
弘
至
理
」
「
臣
賞
司
並
不
牧
管
」
の
字
句
が
な
く
、

こ
れ
を
節
略
と
解
す
る
と
、
一
方
で
史
料
の
総
合
化
を
行
い
、
一
方
で

史
料
の
節
略
を
す
る
と
い
う
不
自
然
な
解
揮
に
な
っ
て
し
ま
う
。
や
は

り
、
こ
の
候
文
も
清
初
に
存
在
し
た
刻
本
に
残
さ
れ
て
い
た
と
見
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

(
お
)
径
九
二
内
外
官
職
田
で
、
四
庫
本
に
あ
っ
て
殿
版
に
な
い
の
が
景
龍

四
年
三
月

・
長
慶
元
年
十
月
の
二
係
、
『
朋
府
元
勉
』
俸
放
の
記
事
と

殿
版
の
記
事
と
で
一
部
内
容
が
異
な
る
の
が
関
元
十
八
年
三
月
・
同
十

九
年
四
月
の
二
僚
で
あ
る
。
拙
稿
A
で
は
明
確
に
言
い
切
っ
て
い
な
い

が
、
内
外
官
職
田
は
四
庫
本
と
『
崩
府
元
亀
』
俸
線
と
か
ら
編
集
さ
れ

た
と
い
う
の
が
こ
の
時
貼
で
の
見
解
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
い
く
ら
杜

撰
で
あ
っ
て
も
、
わ
ず
か
四
篠
し
か
な
い
四
庫
本
の
俊
文
の
半
分
を
編

集
で
見
落
と
す
で
あ
ろ
う
か
。
内
外
官
職
田
は
清
初
に
存
在
し
た
刻
本

に
現
存
し
て
い
た
が
、
節
本
の
た
め
に
記
事
が
少
な
く
、
こ
れ
を
『
加

府
元
亀
』
俸
蔽
で
増
補
し
た
と
考
え
る
方
が
理
に
合
っ
て
い
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

(
お
)
日
附
に
特
に
出
典
を
明
記
せ
ず
に
干
支
を
註
記
す
る
例
も
か
な
り
見

ら
れ
る
。
現
存
の
『
唐
曾
要
』
は
ど
の
テ
キ
ス
ト
も
日
附
を
数
字
で
表

す
の
が
通
例
だ
が
、
何
箇
所
か
干
支
も
記
入
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ

り
、
本
来
の
『
唐
曾
要
』
は
数
字
と
干
支
の
併
記
だ
っ
た
可
能
性
が
あ

る
。
も
し
こ
の
推
測
が
正
し
け
れ
ば
、
干
支
の
註
記
も
異
本
か
ら
の
引

用
の
可
能
性
が
出
て
く
る
。
な
お
、
異
文
引
用
箇
所
の
数
に
は
、
巻
二

八
義
文
の
唐
前
代
君
臣
事
跡

・
連
界

・
君
臣
事
跡
界
に
引
く
『
績
曾

要
』
の
「
一
本
云
」
一
箇
所

・
「
一
作
」
二
箇
所
が
含
ま
れ
て
い
る
。

(
幻
)
こ
の
記
事
は
『
唐
舎
要
』
巻
三
十
奥
底
宮
に
あ
り
、
肇
北
A
抄
本
は

「
(
関
元
)
二
十
年
六
月
」
に
、
殿
版
は
「
(
関
元
〉
二
十
四
年
六
月
」

に
作
る
。

(
刊
山
)
巻
十
一
御
史
風
間
。
そ
の
内
容
は
『
唐
舎
要
』
巻
六
十
御
史
肇
の
最

初
の
故
事
僚
に
存
在
し
、
{
子
句
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

(
m
U
)

「
前
言
」
は
、
谷
舞
光
『
史
林
漫
拾
』
〈
一
鴫
建
人
民
出
版
社
)
を
引

い
て
、
『
玉
海
』
径

二
二
八
兵
制
の
唐
府
兵
・
符
契
・
折
衝
府

・
十
二
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軍
に
引
く
『
舎
南
京
』
の
府
兵
制
度
の
記
載
を
、
『
唐
曾
要
』
で
は
な
く

蘇
完
『
舎
要
』
か
ら
の
引
用
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
根
援
は
こ
の
記

事
の
中
に
現
行
『
唐
舎
要
』
に
な
い
内
容
が
あ
っ
た
り
、
字
句
に
異
同

が
あ
っ
た
り
す
る
貼
に
し
か
な
く
、
そ
の
よ
う
な
例
は
『
玉
海
』
中
に

頻
見
し
、
そ
れ
は
蘇
見
『
曾
要
』
が
記
す
唐
徳
宗
以
前
の
記
事
だ
け
に

限
定
さ
れ
な
い
。
従
っ
て
、
今
の
と
こ
ろ
こ
の
記
事
が
『
玉
海
』
が
蘇

完
『
曾
要
』
を
引
い
た
例
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

(
ぬ
)
『
玉
海
』
各
二
八
聖
文
の
唐
前
代
君
臣
事
跡

・
連日仲

・
君
臣
事
跡
扉

の
引
く
『
績
曾
要
』
の
記
事
は
、
『
唐
舎
要
』
品
位
三
六
修
撰

・
元
和
四

年
七
月
僚
と
同
文
で
あ
る
。
異
文
の
註
記
は
『
績
舎
要
』
の
「
十
一
奨

忠
良
」
「
十
三
戒
白
磁
」
「
書
昇
風
六
扇
於
中
」
に
附
け
ら
れ
、
そ
れ

ぞ
れ
二
作
忠
直
」

「
一
作
筒
田
鎖
」
「
一
本
云
選
中
使
程
文
幹
以
事

界
至
中
書
」
と
あ
る
。
こ
れ
を
『
唐
曾
要
』
蓬
北
A
抄
本
と
針
校
す
る

と
、
前
二
者
は
「
奨
忠
直
」
「
諌
田
猟
」
と
な
る
。
「
簡
」
は
「
諌
」
に

遜
じ
る
か
ら
、
前
二
者
の
「
一
云
」
は
肇
北
A
抄
本
に
同
じ
で
あ
る
。

最
後
は
『
績
曾
要
』
と
裏
北
A
抄
本
と
が
同
じ
だ
が
、
こ
れ
で
は
文

一
意
が
通
じ
ず
、
俸
骨
時
過
程
で
脱
落
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
現
に
殿

版
で
は

「書
界
風
六
扇
於
中
書
」
と
あ
り
、
校
訂
時
に
文
意
よ
り
「
書
L

を
補
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
「
一
本
」
と
現
存
『
唐
曾
要
』
の
字
句
は

一
致
し
な
い
が
、
品
目
田
時
の
『
唐
舎
要
』
に
存
在
し
た
可
能
性
は
あ
る
。

(
況
〉
拙
稿
B
で
は
、

一
覧
表
に
所
引
記
事
を
九
七
載
せ
る
が
、
う
ち

一
つ

『
永
祭
大
典
』
巻
二
九
七
二
人
字
・
美
人
の

「唐
禽
要
王
珪
俸
」
と
い

う
表
記
は
『
醤
唐
書
』
王
珪
俸
を
誤
記
し
た
も
の
で
、
質
際
の
所
引
記

事
は
九
六
で
あ
る
と
解
読
し
た
(
三
頁

・
七
頁
)
。
と
こ
ろ
が
、
本
稿

を
書
く
過
程
で
黙
検
し
た
と
こ
ろ
、

巻
五
二
忠
諌

・
貞
翻
元
年
僚
に
こ

の
記
事
が
あ
る
こ
と
に
焦
が
つ
い
た
。
お
そ
ら
く
『
永
祭
大
典
』
の
編

者
が
『
唐
禽
要
』
の
記
事
と

『醤
唐
書
』
王
珪
俸
の
記
事
と
が
ほ
ぼ
同

文
の
た
め
に
混
飢
し
、
こ
の
よ
う
に
誤
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て

拙
稿
B
の
見
解
を
修
正
し
、
所
引
記
事
数
は
九
七
と
し
た
。

(

M

M

)

『
永
楽
大
典
』
所
引
記
事
が
現
存
『
唐
曾
要
』
と
文
章
が
大
き
く
異

な
る
ケ
I
ス
は
、
殿
版
で
は
八
例
あ
る
が
、
抄
本
三
種
・
四
庫
本
で
は

一
例
し
か
な
い
。
詳
細
は
拙
稿
B
多
照
。

(
お
)
明
代
の
官
府
に
お
け
る
蔵
書
の
盛
衰
に
つ
い
て
は
、
来
新
夏
等
著

『
中
園
古
代
闘
書
事
業
史
』
(
上
海
人
民
出
版
社
、

一
九
九

O
〉
一
一
六

五
J
七
頁
参
照
。

(
引
品
〉
註
(

1

)

卒
岡
論
文
。

(
お
〉
上
海
古
籍
出
版
社
木
の
巻
末
附
録
に
は
「
玉
海
中
的
唐
舎
要
侠
文
」

が
攻
録
さ
れ
、
標
校
工
作
者
が
巻
七
J
十
の
逸
文
と
見
な
し
た
三
六
僚

が
、
本
来
存
在
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
項
目
に
配
列
し
て
載
せ
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
こ
の
附
録
に
は
か
な
り
問
題
が
あ
る
。
ま
だ
逸
文
と

思
わ
れ
る
も
の
が
残
っ
て
い
る
一
方
、
各
九
雑
郊
議
枚
録
の
天
賓
九
載

篠

・
開
元
定
雄
僚
、
品
位
十
雑
録
牧
録
の
関
元
十
二
年
係
、
巻
十
落
田
東

郊
儀
枚
録
の
関
元
二
三
年
僚
の
四
僚
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
唐
舎
要
』
巻
二

三
縁
紀
裁
制
、
巻
二
二
社
稜
、
各
二
七
行
幸
、
巻
三
六
修
撲
に
見
え
、

各
七
J
十
の
逸
文
で
は
な
い
。
ま
た
そ
の
他
の
記
事
の
項
目
配
分
も
筆

者
の
見
解
と
は
異
な
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

〈
お
)
そ
の
四
箇
所
と
は
、
巻
一

O
五
一音
楽
・
築
の
唐
郷
飲
大
射
祭
の
末
尾

(『庸
曾
要
』
巻
一一
一一-
一
太
常
楽
章
・

皇
帝
射
篠
〉
、
各
一
五
三
朝
貢

・
外

夷
来
朝
の
唐
日
本
選
使
入
朝

・
誇
授
教
の
註
記
(
『
唐
曾
要
』
径
九
九
倭

園

・
永
貞
元
年
燦
)
、
巻
二
ハ
五
宮
室
・
舘
の
唐
修
文
館

・
昭
文
館

・

。。
の，“

唱

A
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弘
文
館
等
の
太
和
九
年
僚
の
一
部
(
『
唐
禽
要
』
単
位
七
七
弘
文
崇
文
生

翠

・
太
和
九
年
傑
)
、
各
一
六
七
宮
室
・
院
の
唐
集
賢
殿
書
院

・
麗
正

殿
書
院
等
の
華
清
宮
集
賢
院

・
開
元
二
八
年
傑
(
『
唐
品
目
要
』
巻
六
四

集
賢
院

・
華
清
院
僚
)
、
で
あ
る
。

(
幻
)
一
例
と
し
て
、
殿
版
『
唐
舎
要
』
巻
二
九
節
日
・
開
元
十
七
年
僚
に

つ
い
て
、
『
玉
海
』
径
五
八
議
文

・
録
の
唐
千
秋
金
鑑
録
所
引
記
事
と

『
永
楽
大
典
』
巻
一
二

O
四
三
酒
字

・
献首円
高静
酒
所
引
記
事
と
の
校
勘

を
示
す
。

開
元
十
七
年
八
月
五
日
、

:
:
:
王
公
戚
里
進
金
鏡
綬
帯
、
土
庶
以
紙

片
相
承
露
張
、
更
相
遣
問
、
村
社
作
詩
酒
宴
祭
、
名
饗
白
帯
、
報
田
紳
。

ω「
品
川
結
」
、
『
玉
海
』
『
大
血
ハ
』
作
「
結
総
」
。

ω「
遣
問
」
、
『
玉
海
」
『
大
典
』
作

「
問
遺
」。

ω「
酒
宴
楽
」
、
『
大
典
』
無
「
宴
」
。

(
お
〉
こ
の
『
唐
曾
要
』
の
記
事
を
『
事
物
紀
原
』
径
一
正
朔
暦
数
部
・
中

和
も
引
用
し
、

「
二
十
八
日
」
に
作
る
。
「
二
十
六
日
」
は
お
そ
ら
く

『
永
祭
大
典
』
の
誤
潟
で
あ
ろ
う
。

(
拘
)
こ
れ
は
、
『
玉
海
』
巻
十
八
地
理

・
郡
園
の
唐
太
宗
併
省
州
郡
の

「
今
孜
之
志
・
舎
要
、
関
内
則
泉
稜
:
:
:
慶
子
元
年
、
南
夏
:
:
:
北
連

州
駿
子
二
年
」
の
南
夏
州
に
附
さ
れ
た
註
で
、
「
禽
要
、
五
年
」
と
記

す
。
護
北
A
抄
本
・
四
庫
本

・
殿
版
と
も
、
径
七
十
州
豚
改
置
上

・
関

内
道
の
夏
州
・
寧
朔
豚
僚
に
、

「
武
徳
六
年
置
南
夏
州
、
貞
槻
二
年
、

暖
州
来
属
」
と
あ
る
。

(ω
〉
中
華
書
局
貼
校
本
の
底
本
は
、
成
化
八
年
(
一
四
七
二
)
刊
の
李
果

刻
本
で
あ
る
。
一
部
停
櫓
湘
校
本
に
移
録
さ
れ
た
宋
本
か
ら
の
補
入
を

行
っ
て
い
る
が
、
宋
本
自
鐙
は
見
て
い
な
い
。
寅
は
慶
元
三
年
(
一
一

九
七
)
建
安
余
氏
刊
の
宋
本
二
十
巻
が
東
京

・
静
嘉
堂
文
庫
に
現
存
し

て
お
り
、
管
見
の
限
り
、
字
句
だ
け
で
な
く
記
事
の
配
列
ま
で
中
華
書

局
本
と
は
多
く
の
差
異
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
誤
り
の
多
い
と
さ
れ
る

腕
沙
本
で
は
あ
る
が
、
『
紀
原
』
の
利
用
に
賞
っ
て
や
は
り
参
照
す
る

必
要
は
あ
る
。
筆
者
は
現
在
ま
だ
そ
の
針
校
作
業
を
完
了
し
て
い
な

い
。
な
お
『
静
嘉
堂
秘
籍
士
山
』
品
位
九
は
、
倉
敷
を
二
六
巻
、
刊
行
者
を

全
氏
と
す
る
。

(

4

)

こ
の
記
事
は
、
『
永
祭
大
血
ハ
』
各
八
七

O
六
借
字

・
僧
籍
に
『
紀

原
』
が
引
か
れ
、
全
く
同
文
で
引
用
さ
れ
て
い
る
。

(
必
〉
『
績
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
二

・
建
隆
二
年
正
月
甲
子
保
。

(
円
相
)
こ
の
コ
二
記
事
の
中
に
は
、

「
出
唐
綾
禽
要
」
と
書
か
れ
た
径
一
八

六
鐙
選
二

・
楊
園
忠
を
含
む
。
『
庚
記
』
冒
頭
の
引
用
書
目
に
は
『
綴

舎
要
』
は
な
く
、
こ
れ
は
『
唐
舎
要
』
の
誤
記
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
な
お
、
こ
の
記
事
は
『
唐
曾
要
』
巻
七
四
掌
選
善
悪

・
天
費
十
一

載
僚
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

(
必
)
『
御
覧
』
は
調
露
元
年
僚
と
す
る
が
、
筆
者
が
見
た
『
唐
舎
要
』
の

現
存
諸
テ
キ
ス
ト
で
は
全
て
調
露
二
年
で
あ
っ
た
。
『
御
覧
』
の
誤
記

も
し
く
は
謀
刻
と
考
え
ら
れ
る
。
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latter half of the Southern dynasties, it represented the trends of that time.

Ａ STUDY ON CIRCULATION OF THE

　　　

ＴＡＮＧＨＵＩ-YAO r唐會要』

　　　　　

FURUHATA Toru

　　

This report is ａ study on the circulation of the Υang hutうlao, through

introduction of some recent studies on this work in China and ｅχamination

of its fragments quoted in other works. The main points clarified by this

report are as follows:

　

1. Siχ old manuscripts of the Ｔａｎｇ ｈtふ{Ｖａｏ　ａｘｅｅχtant in China: three

　　

are kept at the Beijing　Library, another　three　at　the　Shanghai

　　

Library. Five of the manuscripts and the following old manuscripts:

　　

the one possessed by the Seikado Bｕｎｋｏ静嘉堂文庫in Tokyo and the

　　

two kept at the National Central Library in Taibei, are ｅχactly the

　　

same version. The original tｅχts on which these eight copies were

　　

based include the one made in the reign of the Emperor Gao-zong 高

　　

宗of the Southern Song, and those circulated in the Ming and early

　　

Qing dynasties.

　　

2. In the Northern Song, there were at least two diffe「ent versions of

　　　

the Taれｇ ｈｔふｙａｏ.One was copied from the author's manuscript.

　　　

The manuscript was kept in the Shi-guan史館, and was quoted directly

　　　

by the ７㎡一戸ing yu-Ｉａｎ『太平御覧』, 　Ｔａｔ一帥ｌｇｇｕａｎｇ-iiΓ太平廣記』

　　　

and Ｚｆ一ｚhitｏｎｇ-ｉｉａｎｋａｏ-が『資治通鑑考異』, which were compiled in

　　　

the Northern Song. It seems very probable that the Ｓｈｉ-ＶＤＵＪｔ-yuan

　　　

『事物紀原j compiled in the Northern Song quoted from this version.

　　　

The manuscript made in the reign of the Emperor Gao-zong of the

　　　

Southern Song, and the quotations in the Yu-ｈａt『玉海J as well as

　　　

the Ｙｏｎｓ-ｌｅｄａ･ｄｉａｎ『永楽大典J which were compiled in the Southern

　　　

Song and the year of 1408 respectively, are also estimated to have

　　　

come from this version.　This version had been ｅχtant in good con-

　　　

dition up until the early Ming, but from then onward to the end of the

　　　

Ming considerable pages and words w^ere lost｡
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3. The other version was engraved by the year of 1046. It was not

　

widely circulated in the Song but probably extant to the early Qing.

　

It may have been used for revising the Ｔａｎｇｈ竃くｙａｏat the latter

　

time, and regarded as the original text of the “Dian” edition 殿版.

　

Besides, it is estimated that it was an ｅχcerpt version.

　　

Ａ STUDY OF COMPILATION OF THE ＴＯＮＧ-ＤＩＡＮ

　　　　　　　

『通典J BY DU YOU 杜佑(735～812)
―WITH REFERENCE TO HIS CIRCUMSTANCES IN THE

　　　　　　　

TIME OF ITS PRESENTATION―

KiTAGAWA Toshiaki

　　

Concerning the year of presentation of the Ｔｏｎｇ-ｄｉａｎ,　tＶｉｅｒｅare three

different viewpoints. They are 794, 801 and 803. The first view (794)

seems wrong because some articles after this year appeared in the tｅχtof

theＴｏｎｇ-ｄｉａｎ.　and it does not fitthe actual period of compilation which

extended

　

for

　

thirty-siχ

　

years

　

too.

　

The

　

third

　

view (804) is　also

questionable, in view of the fact that the Υone｡ぷα77 had already been

presented by the beginning of the year before 803 recorded in the Ｙｕ.ｈａｉ

　

『玉海』.

　

Hence, the second view (801, the seventeenth year of Zhenyuan

貞元)is most credible･

　　

After the suppression of the rebellion of the Xuzhou Army 徐州節度使

軍in 800， Du You made repeated requests for resignation from his post

of military governor of Huainan　province　淮南節度使.　Besides, he

complained that his term of office was ｅχceptionally long, and recommended

the central government of the Tang 唐to appoint Wang Ｅ 王鍔to be his

successor so that he could be ready to return to the capital, Chang'an. In

such circumstances, he presented the　Ｔｏｎｅ-ｄｉａｎtothe Emperor De-zong

徳宗with the desire to prove himself indispensable to the central gov-

ernment. Similarly, the compilation of the Li-dao yao一佃εΓ理道要訣』

commenced in the next year was also motivated by this intension.　In

conclusion, the compilation and presentation of the　Ｔｏｎｇ-ぶα7ltogether

with the Li-dao yαθ一jueshould be regarded as part of Du You's political
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